
昭和五十五年大蔵省令第四十四号

外国為替に関する省令

外国為替及び外国貿易管理法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第二十一条第一項及び第六十九条の四並びに外国為替管理令（昭和五

十五年政令第二百六十号）第二条、第六条から第八条まで、第十条から第十三条まで、第十八条及び第二十五条の規定に基づき、並びに同

法及び同令の規定を実施するため、外国為替の管理に関する省令を次のように定める。

目次

第一章　総則（第一条―第四条）

第二章　許可の申請手続等（第五条―第十五条の二）

第三章　特別国際金融取引勘定の承認の申請手続等（第十六条―第二十条）

第四章　対外直接投資の届出の手続等（第二十一条―第二十六条）

第五章　雑則（第二十七条・第二十八条）

附則

第一章　総則

（趣旨）

第一条　この省令は、外国為替及び外国貿易法（以下「法」という。）第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取

引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとす

る。

（定義）

第二条　外国為替令（以下「令」という。）第二条第二項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。

一　譲渡性預金（払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。）の預金証書

二　コマーシヤル・ペーパー

三　法第六条第一項第十一号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書（公債又は株式に関する権利を与える証書及び次号に掲

げるものを除く。）

四　法第六条第一項第十一号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書（当事者の一方の意思表示により当事者間において証券

の取得又は譲渡を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約

する取引に係るものに限る。）

２　令第二条第五項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。

一　株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引（経済産

業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則（平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号）第十一条第一項

第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。）

二　農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第六項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引（農業協同組合及び農

業協同組合連合会の信用事業に関する命令（平成五年大蔵省・農林水産省令第一号）第一条の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる

取引に限る。）

三　中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の八第二項第十七号に規定する金融等デリバティブ取引（中小企業

等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令（平成五年大蔵省令第九号）第一条の三第八項第一

号イ又は第二号イに掲げる取引に限るものとし、同条第十六項において準用する場合を含む。）

四　信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第五十三条第三項第十三号又は第五十四条第四項第十三号に規定する金融等デリバ

ティブ取引（信用金庫法施行規則（昭和五十七年大蔵省令第十五号）第五十条第七項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。）

五　長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引（長期信用銀行法施行

規則（昭和五十七年大蔵省令第十三号）第四条の二の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。）

六　労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）第五十八条第二項第十八号又は第五十八条の二第一項第十六号に規定する金融等デ

リバティブ取引（労働金庫法施行規則（昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号）第四十二条第六項第一号イ又は第二号イに掲げる取引

に限る。）

七　銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引（銀行法施行規則（昭和五十七年

大蔵省令第十号）第十三条の二の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。）

八　保険業法（平成七年法律第百五号）第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引（保険業法施行規則（平成八年大蔵

省令第五号）第五十二条の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。）

九　農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）第五十四条第四項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引（農林中央金庫法施行

規則（平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号）第五十八条第五項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。）

十　金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第三十五条第二項第一号又は第二号に掲げる業務に係る取引であつて、当事者が数

量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引又は

金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号）第六十八条第十七号イに掲げる取引（差金の授受によつて決済

される取引に限る。）

（居住性の認定の申請手続）

第三条　居住者又は非居住者の区別について法第六条第二項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認

定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。

２　財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付

するものとする。

（取引の非常停止の対象となる者の範囲等）

第四条　令第三条第二項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネッ

トを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法（第二十八条第一号において「掲示等」という。）とする。

２　次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一　店頭デリバティブ取引　令第三条第一項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。

二　市場デリバティブ取引等　令第三条第一項第七号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。

三　対外支払手段等　令第三条第一項第十二号に規定する対外支払手段等をいう。

四　対外支払手段等の売買取引等　令第三条第一項第十三号に規定する対外支払手段等の売買取引等をいう。
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五　通貨オプション取引　当事者の一方の意思表示により当事者間において対外支払手段等の売買取引（市場デリバティブ取引等に該当

するものを除く。）を成立させることのできる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うこと

を約する取引をいう。

３　令第三条第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停

止を命ずる日の属する四半期の前四半期（当該取引の停止を命ずる日の属する月が一月、四月、七月又は十月にあつては、前々四半期と

する。）中における対外支払手段等の売買取引（店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。）の合

計額を三で除して得た額がアメリカ合衆国通貨二億ドルに相当する額を超える者とする。

４　前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との

間の換算は、外国為替の取引等の報告に関する省令（平成十年大蔵省令第二十九号。以下「報告省令」という。）第三十五条第二号に規

定する方法を用いて行うものとする。

５　令第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　銀行等（法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。）、金融商品取引業者（法第二十二条の二第一項に規定する金融商品取

引業者をいう。以下同じ。）、投資信託委託会社（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十一

項に規定する投資信託委託会社をいう。）、資産運用会社（同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。）及び保険会社（保険業法

第二条第二項に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。）

二　銀行等及び金融商品取引業者の媒介又は代理により、令第三条第二項第三号に掲げる資本取引を行う者

第二章　許可の申請手続等

（支払等の許可の申請手続等）

第五条　居住者若しくは非居住者が令第六条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣

の許可を受けるに際し同条第三項の規定により法第十六条第一項から第三項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行

おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなけ

ればならない。

２　令第六条の二第二項に規定する財務大臣が定める支払等（支払又は支払の受領をいう。以下同じ。）は、預金契約（法第二十条第一号

に規定する預金契約をいい、法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含む。第十二条において同じ。）、金

銭の貸借契約（法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約を含む。）又は役務取引（労務又は便益の提供を目的とする

取引をいう。以下同じ。）に係る契約に基づいてされる支払等（当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてさ

れるものに限る。）とする。

３　令第六条の二第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けよ

うとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければなら

ない。

４　財務大臣は、第一項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交

付するものとする。

（銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続）

第六条　銀行等、資金移動業者（資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以

下同じ。）又は電子決済手段等取引業者等（法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。）は、その顧客の支

払等が法第十七条第一号に掲げる支払等若しくは同条第二号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第二

号に定める役務取引等（法第二十五条第六項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第十三条第三項において同じ。）に係る支払等

に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変

更許可証（原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第三項において「許可証等」という。）の提示を求め、当該許可証等

により法第十七条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該

支払等に係る電子決済手段等の移転等（法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。）を行うものとする。

２　銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第三号に定め

る対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる

書類（第一号にあつては、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録

であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を含む。）（以下この項及び次項において「届出受理証等」

という。）の提示を求め、当該届出受理証等により法第十七条第三号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等

に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。この場合において、第一号に規定する期間

を短縮した旨公示された場合は、当該顧客からの同号に掲げる電磁的記録の提示に代えて、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段

等取引業者等は当該期間を短縮した旨公示された内容について自ら確認することができる。

一　法第二十七条第二項ただし書又は第四項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投

資等に関する命令（昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第

一号）第八条の規定により、インターネットの利用その他の適切な方法により当該期間を短縮した旨が公示された場合　届出受理証

（同令第三条第八項に規定する届出受理証をいう。以下この項及び次項において同じ。）及び当該期間を短縮した旨公示されたものを書

面に出力したもの又は出力装置の映像面に表示したもの

二　法第二十七条第二項本文に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間を経過した場合（同条第三項又は第六項の規定により期

間を延長した場合を除く。）　届出受理証

三　法第二十七条第三項又は第六項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合であつて、同条第七項の規定に

よる勧告を応諾する旨の通知又は同条第十項の規定による命令が行われることなく当該延長の期間を経過した場合　届出受理証及び期

間の延長通知書（対内直接投資等に関する政令（昭和五十五年政令第二百六十一号）第三条第七項に規定する延長の期間を記載した文

書をいう。以下この項において同じ。）

四　法第二十七条第五項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第七項の規定により当該勧告を応諾する旨

の通知をした場合（次号に掲げる場合を除く。）　届出受理証及び変更勧告書（対内直接投資等に関する政令第三条第十二項に規定する

勧告の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。）

五　法第二十七条第五項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第七項の規定により当該勧告を応諾する旨

の通知をした場合であつて、同条第十一項の規定により当該勧告の全部又は一部が取り消された場合　届出受理証、変更勧告書及び取

消通知書（対内直接投資等に関する命令第九条に規定する通知書をいう。第八号において同じ。）
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六　法第二十七条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合（次号に掲げる場合を除く。）　届出受理証、期

間の延長通知書及び変更命令書（対内直接投資等に関する政令第三条第十二項に規定する命令の内容を記載した文書をいう。次号にお

いて同じ。）

七　法第二十七条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合であつて、同条第十一項の規定により当該命令

の全部又は一部が取り消された場合　届出受理証、期間の延長通知書、変更命令書及び取消通知書

３　銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定により支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行

つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の

記入欄」に当該支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた年月日、金額及び確認を行つた者を記入の上、許可証等又は

届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。

（確認のための是正措置の手続）

第七条　財務大臣は、法第十七条の二第二項（法第十七条の三、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合

を含む。）の規定により法第十七条（法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反してその顧客

の支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、外国為替取

引又は電子決済手段等の移転等に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等、資金移動業者若しくは電子決済手段等取

引業者等の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知に

より、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。

２　財務大臣は、前項の規定により外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はそ

の業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀

行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。

（本人確認方法）

第八条　法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客（法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる

自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為（法第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。）

にあつては、法第二十二条の二第一項に規定する顧客等とする。第十一条、第十二条の三及び第十二条の七を除き、以下同じ。）又は代

表者等（法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一　自然人である顧客又は代表者等（次号に掲げる者を除く。）　次に掲げる方法のいずれか

イ　当該顧客又は代表者等から本人確認書類（別表に規定する書類等をいう。以下同じ。）のうち同表第一号又は第四号に定めるもの

（同表第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。）の提示（当該顧客の同表第一号ロに掲げる

書類（一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。）の代表者等からの提示を除く。）を受ける方法

ロ　当該顧客又は代表者等から本人確認書類（別表第一号イに掲げるものを除く。）の提示（同号ロに掲げる書類の提示にあつては、

当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。）を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等

の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書（以下「取引又は行為に係る文書」

という。）を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの（以下この条において

「書留郵便等」という。）により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの（以下この条において「転送不要郵

便物等」という。）として送付する方法

ハ　当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲

げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類（次項

に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。）の提示（同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該書類の代表者等からの

提示に限る。）を受ける方法

ニ　当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認

書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法

ホ　当該顧客又は代表者等から、銀行等（資本取引に係る契約締結等行為にあつては、銀行等その他の金融機関等（法第二十二条の二

第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下同じ。）とする。以下この条において同じ。）が提供するソフトウェアを使

用して、本人確認用画像情報（当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌及び

写真付き本人確認書類の画像情報であつて、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されて

いる氏名、住所又は居所及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みそ

の他の特徴を確認することができるものをいう。）の送信を受ける方法

ヘ　当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報（当該顧客又は代表者等に当該ソフ

トウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌の画像情報をいう。）の送信を受けるとともに、当該顧客又は代表者

等の写真付き本人確認書類（氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路（半導体集積回路の回

路配置に関する法律（昭和六十年法律第四十三号）第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。）が組み込まれたも

のに限る。）に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

ト　当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報（当該顧客又は代表者等に当該ソフ

トウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるもの（同表第一号ニ及

びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。）の画像情報で

あつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認す

ることができるものをいう。）の送信を受け、又は当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客

又は代表者等の本人確認書類（氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限

る。）に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法（取引

の相手方が次の（１）又は（２）に規定する本人確認（法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。

以下同じ。）に係る顧客又は代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該本人確認が行われた際に氏名、住所又は居所及び

生年月日を偽つていた疑いがある顧客又は代表者等との間における取引を行う場合を除く。）

（１）　他の特定事業者（犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第二条第二項に規定する特定事業者

をいう。）が令第十一条の五第一項第一号に掲げる預金契約の締結又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（平成二十

年政令第二十号）第七条第一項第三号に掲げるクレジットカード契約の締結を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、

当該本人確認に係る本人確認記録（法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。）を保存し、かつ、当該顧

客又は代表者等から当該顧客又は代表者等しか知り得ない事項その他の当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録されてい
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る顧客又は代表者等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録され

ている顧客又は代表者等と同一であることを確認していることを確認すること。

（２）　当該顧客又は代表者等の預金口座（当該預金口座に係る令第十一条の五第一項第一号に掲げる預金契約の締結の際に当該顧客

又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存しているものに限る。）に金銭の振込みを行うと

ともに、当該顧客又は代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるもの

の送付を受けること。

チ　当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの（以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本

人確認書類」という。）の送付を受け、又は本人確認書類（氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回

路が組み込まれたものに限る。）に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報（当該顧客又は

代表者等に銀行等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類（別表第一号イからハまで

に掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。）の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住

所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。）の送信（当該本人確認

用画像情報にあつては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。）を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情

報に記録されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物

等として送付する方法

リ　当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写し

の送付を受け、又は本人確認書類の写し及び当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある補完書類（次項第三号に

掲げる書類にあつては、当該顧客又は代表者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客又は代表者等の現在の住所

又は居所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類（当該顧客又は代表者等のものに限る。）とする。）若しくはその写し

の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住

所又は居所（当該本人確認書類の写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がない場合にあつては、当該補完書類又

はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所）に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送

不要郵便物等として送付する方法

ヌ　次の（１）又は（２）に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書類の写しの送付を受けるととも

に、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転

送不要郵便物等として送付する方法

（１）　令第十一条の五第一項第一号に掲げる取引のうち、法人（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成二十年内閣

府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号）第六条第一項第一号ヌ（１）の法人

をいう。）の被用者との間で行うもの（当該法人の主たる事務所、支店（会社法（平成十七年法律第八十六号）第九百三十三条第

三項の規定により支店とみなされるものを含む。）若しくは日本に営業所を設けていない外国会社（同法第二条第二号に規定する

外国会社をいう。）の日本における代表者の住所若しくは居所（以下「主たる事務所等」という。）又は営業所に電話をかけること

その他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金口座に係るものであること

が確認できるものに限る。）

（２）　令第十一条の五第一項第六号又は第七号に掲げる取引（銀行等その他の金融機関等が行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第十四条第一項の規定により当該顧客から同法第二条第五項に

規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。）

ル　その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれ

に準ずるもの（銀行等に代わつて住所又は居所を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第八条の四第一項第一号、第

三号及び第十五号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。）により、当該顧客又は代表者等に対して、

取引又は行為に係る文書を送付する方法

ヲ　当該顧客又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」

という。）第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書（当該顧客又は代

表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録があるものに限る。）及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一

項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法

ワ　当該顧客又は代表者等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十

三号。以下この号において「公的個人認証法」という。）第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報シ

ステム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署

名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法（銀行等が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である

場合に限る。）

カ　当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であつ

て、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務（電子署名法第二条第三項

に規定する特定認証業務をいう。）の用に供する電子証明書（当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録のあ

るものに限り、当該顧客又は代表者等に係る利用者（電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。）の真偽の確認が、電子署

名及び認証業務に関する法律施行規則（平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号）第五条第一項各号に掲げる方法により行

われて発行されるものに限る。）及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引

又は行為に関する情報の送信を受ける方法

ヨ　令第十一条の五第一項第一号に掲げる行為（同条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十条の二第一号に規定する電子決

済手段等の管理に関する契約の締結に限る。タにおいて同じ。）及び令第十一条の五第一項第一号の二から第七号までに掲げる行為

のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあつては、当該預金口座が開設されている銀行等その他の

金融機関等（以下この号において「取扱い銀行等その他の金融機関等」という。）が当該預金口座に係る令第十一条の五第一項第一

号に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存してい

ることを確認する方法（この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と取扱い銀行等その他の金融機関等が、あらかじめ、

この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。）

タ　令第十一条の五第一項第一号に掲げる行為及び同項第一号の二から第七号までに掲げる行為のうち、犯罪による収益の移転防止に

関する法律第二条第二項第四十号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあつては、当該クレジット

カード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第

三号に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認（ヨに規定する方法によるものを除く。）を行い、かつ、当該本人確
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認について本人確認記録を保存していることを確認する方法（この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と当該クレジッ

トカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。）

二　法第十八条第一項第一号に規定する外国人である顧客（第八条の二の二第一号に掲げる取引又は行為に係る者に限る。）　当該顧客か

ら別表第二号に定める書類（第八条の二の二第一号に定める事項の記載があるものに限る。）の提示を受ける方法

三　法人である顧客　次に掲げる方法のいずれか

イ　当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法

ロ　当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関

する法律（平成十一年法律第二百二十六号）第三条第二項に規定する指定法人から登記情報（同法第二条第一項に規定する登記情報

をいう。以下同じ。）の送信を受ける方法（当該法人の代表者等（当該顧客を代表する権限を有する役員として登記されていない法

人の代表者等に限る。）と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は

行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法）

ハ　当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地（以

下「公表事項」という。）を確認する方法（当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧

客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法）

ニ　当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該

本人確認書類又はその写しに記載されている顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不

要郵便物等として送付する方法

ホ　当該法人の代表者等から、商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が

作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に

関する情報の送信を受ける方法

ヘ　第一号ヨ又はタに掲げる方法

２　銀行等は、第一項第一号イからチまで若しくはヌ又は第三号イ若しくはニに掲げる方法（同項第一号ハに掲げる方法にあつては、当該

顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか（本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限の

ある第四号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあつては領

収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書

類」という。）の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完

書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。）により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若

しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体

集積回路に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載があ

る当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類

若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認するこ

とができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、チ若しくはヌ又は第三号ニに規定する取引又は行為に係る

文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事

務所等に宛てて送付するものとする。

一　国税又は地方税の領収証書又は納税証明書

二　所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書

三　公共料金（日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。）の領収証書

四　顧客又は代表者等が自然人である場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他こ

れに類するもので、当該顧客又は代表者等の氏名及び住所又は居所の記載のあるもの（財務大臣が指定するものを除く。）

五　日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち別表第一号及

び第三号に定めるものに準ずるもの（当該顧客又は代表者等が自然人の場合にあつてはその氏名及び住所又は居所の記載のあるもの

に、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。）

３　銀行等は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法（同号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。）により本人確認を行

う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある

当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写

しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。

４　銀行等は、令第七条の三に掲げるもの（同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の七第六号から第九号までに掲げるものを除

き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。）のために当該銀行等との間で現に特定為替取引（法第十八

条第一項に規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六第一項の規定により法第十八条第一項の規定が準用される電子決済手段等移転

等取引を含む。以下同じ。）又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第一項第一号ロ、チ、リ又はルに

掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団

等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のな

い社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写

し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができ

る。

５　銀行等は、第一項第一号ロ若しくはチからヌまで若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法（同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、

顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。）又は第七項の規定により本人確認を行う場合

においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいず

れかによることができる。

一　当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又

は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法（次号に規定する場合を除く。）（代表者

等に行うものにあつては、当該本人確認書類又はその写しに記載されている住所又は居所に赴いて当該代表者等に取引又は行為に関す

る文書を交付する方法に限る。）

二　当該銀行等の役職員が、当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者

等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法（当該本人確認
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書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の

所在地を確認した場合に限る。）

三　当該銀行等の役職員が、当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の営業所であると認めら

れる場所に赴いて当該顧客の代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法（当該顧客の代表者等から、当該本人確認書類若し

くは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限

る。）

６　銀行等は、本人確認に相当する確認（当該確認について本人確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限

る。）を行つている顧客又は代表者等については、第十二条の四に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行つていることを確

認するとともに、当該記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。

７　第一項及び第二項の規定にかかわらず、銀行等は、法人である顧客との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等

の本人確認書類の写し（当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及

び当該記載がある補完書類又はその写し）の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載

されている当該代表者等の現在の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付す

る方法により確認を行うことができる。

（口座振替の方法等により行われる特定為替取引）

第八条の二　銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特

定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。

一　銀行等が行う特定為替取引が、顧客の次に掲げる預金口座における振替によりなされる場合（当該銀行等が第十二条の四で定める方

法により当該顧客について既に本人確認を行つていることを確認したものに限る。）

イ　当該預金口座の開設について、本人確認等（本人確認及び本人確認に相当する確認をいう。以下同じ。）を行つており、かつ、当

該本人確認等について本人確認記録等（本人確認記録及び本人確認記録に相当する記録をいう。以下同じ。）を保存しているもの

ロ　当該顧客の預金口座の開設が、令第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為又は本人確認に相当する確認

により当該本人確認済みの顧客等との間の行為に相当することとなる行為であつた場合の当該預金口座

ハ　当該預金口座の開設が第十二条の三第一号に掲げるものに該当するものであつた場合の当該口座

二　前号に掲げるもののほか、銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、令第十一条の五第二項各号に掲げる場合又は本人確認に

相当する確認によりこの場合に相当することとなる場合における顧客との間の特定為替取引であつて、当該銀行等又は資金移動業者が

第十二条の四で定める方法に準ずる方法により、当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合

三　銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資

金移動業者が当該顧客について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であ

つて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客について既に本人確認等を行つてい

ることを確認したものである場合

四　銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客（令第七条の三に掲げるもの（同条第三号に掲げるものを除

く。）に限る。）と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客と既に取引又は行為を行つたことが

あり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人について本人

確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者

が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客とみなされる自然人について既に本人確認等を行つていることを確認したも

のである場合

五　日本銀行が行う特定為替取引が、日本銀行に開設されている預金口座における振替によりなされる場合

２　前項の規定（第五号に掲げる場合を除く。）は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う

場合について準用する。この場合において、同項（第五号を除く。）中「銀行等又は資金移動業者」又は「銀行等」とあるのは「電子決

済手段等取引業者等」と、「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、「預金口座」とあるのは「電子決済手段等の管

理口座」と、「振替」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。

（本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項）

第八条の二の二　法第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める事項とする。

一　出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載さ

れた期間（以下「在留期間等」という。）が九十日を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替（法第

二十二条の三に規定する両替をいう。第十二条の七において同じ。）又は令第十一条の五第一項第八号に掲げる行為　国籍及び旅券等

（出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳（当該自然人の氏名及び生年月日の記載

があるものに限る。）をいう。）の番号

二　前号に掲げる取引又は行為以外の取引又は行為　住所又は居所

（本人確認記録の作成方法）

第八条の三　法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一　本人確認記録（次号に規定する添付資料を含む。第十二条の六第一項において同じ。）を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを

用いて作成する方法

二　次のイからワまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの（以下「添付資料」という。）を文書、電磁的記録

又はマイクロフィルム（チに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。）を用いて本人確認記録に添付する方法

イ　第八条第一項第一号ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類（第八条第二

項に規定する補完書類をいう。以下この条及び次条において同じ。）又はその写し

ロ　第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認用画像情報又はその写し

ハ　第八条第一項第一号ヘに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録され

た氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報又はその写し

ニ　第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された

氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写し

ホ　第八条第一項第一号チに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該資料若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された

氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
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ヘ　第八条第一項第一号リに掲げる方法又は同条第七項の規定により本人確認を行つたとき　当該本人確認書類の写し又は当該補完書

類若しくはその写し

ト　第八条第一項第一号ヌに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認書類の写し

チ　第八条第一項第一号ヲからカまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該方法により本人確認を行つたこと

を証するに足りる電磁的記録

リ　第八条第一項第三号ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認書類又はその写し

ヌ　第八条第一項第三号ロに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該登記情報又はその写し

ル　第八条第一項第三号ハに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該公表事項又はその写し

ヲ　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第八条第二項の規定により顧客又は代表者等の現在の住

所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたとき　当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

ワ　本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第八条第三項若しくは第四項の規定により当該各項に規

定する場所に宛てて取引又は行為に関する文書を送付したとき又は同条第五項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引

又は行為に関する文書を交付したとき　当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

２　前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。

（本人確認記録の記録事項）

第八条の四　法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　本人確認を行つた者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

二　本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

三　本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻（当該提示を受けた本人確認書

類又は補完書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録とともに次条又は第十二条の六第一項に定める日から七年間保存する場

合にあつては、日付に限る。）

四　本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付

五　第八条第一項第一号ロ若しくはチからルまで若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法（同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧

客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。）又は同条第七項の規定により本人確認を行つ

たときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付

六　第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付

七　第八条第一項第一号ヘに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体

集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付

八　第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集

積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト（１）又は（２）に掲げる行為を行

つた日付

九　第八条第一項第一号チに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が資料の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住

所若しくは居所及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付

十　第八条第一項第三号ロに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が登記情報の送信を受けた日付

十一　第八条第一項第三号ハに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が公表事項を確認した日付

十二　第八条第五項の規定により本人確認を行つたときは、同項に規定する交付を行つた日付

十三　本人確認を行つた取引の内容

十四　本人確認を行つた方法

十五　本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当

該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

十六　本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第八条第二項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は

主たる事務所の所在地の確認を行つたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書

類を特定するに足りる事項

十七　本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第八条第三項又は第四項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取

引又は行為に係る文書を送付したとき又は同条第五項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交

付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号

その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

十八　顧客（法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を除く。）の本人特定事項（法第十八条第一項に規定する本人特定

事項をいう。以下同じ。）

十九　代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客との関係

二十　法第十八条第三項の規定に基づき、令第七条の三に掲げるもの（以下この号において「国等」という。）のために現に特定為替取

引の任に当たつている自然人について本人確認を行つたときは、当該自然人の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定

するに足りる事項及び当該自然人と当該国等との関係

二十一　顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義及び顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を用いる

理由

二十二　第八条第一項第二号に定める方法により本人確認を行つたときは、第八条の二の二第一号に規定する在留期間等に係る旅券又は

許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項

２　銀行等は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを本人確認記録

に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項について

は、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。

３　銀行等は、第一項第十八号から第二十一号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合は、当該変更又は追加に係る内容

を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若し

くは添付資料に記録され、又は記載されている事項（過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。）を消去してはならない。こ

の場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人

確認記録とともに保存することとすることができる。

（本人確認記録の保存期間の起算日）

第八条の五　法第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。
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第八条の六　削除

（国等に準ずる者）

第八条の七　令第七条の三第九号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一　勤労者財産形成基金

二　公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。第十二条

の二第八号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。）附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金（第十二条の二第

八号において「存続厚生年金基金」という。）

三　国民年金基金

四　国民年金基金連合会

五　企業年金基金

六　令第十一条の五第一項第一号に規定する契約のうち、被用者（法人の役員を含む。以下この条及び第十二条の二において同じ。）の

給与等（所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び第十二条の二において同じ。）から控除される金銭を預

金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者

七　第十二条の二第四号に規定する信託契約を締結する被用者

八　令第十一条の五第一項第四号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がなされるものを締結する被

用者

九　令第十一条の五第一項第六号又は第七号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを

締結する被用者

十　有価証券の売買を行う外国（財務大臣が指定する国又は地域に限る。）の市場に上場又は登録している会社

（支払手段等の輸出入の許可の申請手続）

第九条　居住者又は非居住者が令第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙

様式第三による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。

２　税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものと

する。

（支払手段等の輸出入の届出の手続等）

第十条　令第八条の二第一項第一号又は第二号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。

一　支払手段　銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手（旅行小切手を含む。）及び約束手形であつて、本邦通貨又は外国通貨をも

つて表示されるもの

二　証券　金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券

三　貴金属　金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの

２　令第八条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方

法により計算した額とする。

一　支払手段　輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場（関税定率法施行規則（昭和四十四年大蔵省令第十六号）第一条に規定

する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。）を用いて換算する方法により計算した額（本邦通貨をもつて表示される支払手

段にあつては、その表示される額）

二　証券　時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額（以下「時価等の額」という。以下この号及び第二十七条の三において同

じ。）について、輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場を用いて換算する方法により計算した額（本邦通貨をもつて表示さ

れる証券にあつては、その時価等の額）

３　居住者又は非居住者が令第八条の二第二項の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の

対象となる支払手段等（令第八条第一項に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。）の輸出又は輸入をしようとする日又

はその前日に、別紙様式第四による届出書二通を税関長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務

の処理等に関する法律（昭和五十二年法律第五十四号）第三条第一項の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項に規定する電子情報処理組織とみなされる電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処

理等に関する法律第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届

出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の七日前（当該七日前に、外国通貨をもつて表示される支払手段等を輸出

し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあつては、当該外国為替相場が公示された時）から当該届出をす

ることができる。

４　税関長は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付

するものとする。

５　第三項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をし

た者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。

６　居住者又は非居住者が、関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第六十七条の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面によ

り申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第三項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第四項に規定す

る届出受理証とみなす。

（許可を要する資本取引を指定する方法）

第十一条　令第十一条第一項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインター

ネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法（第二十八条第五号において「掲示等」という。）とする。

２　財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等、金融商品取引業者又は電子決済手段等取引業者等に対

し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。

（資本取引の許可の申請手続）

第十二条　居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受け

るに際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、

次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなけれ

ばならない。

一　預金契約又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引（電子決済手段等の移転等を求める権利の発生、変更又は消滅

に係る取引を含む。以下「債権の発生等に係る取引」という。）　別紙様式第五
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二　金銭の貸借契約又は債務の保証契約（法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約又は電子決済手段等を移転する義

務の保証契約を含む。）に基づく債権の発生等に係る取引（第十一号に掲げる資本取引を除く。）　別紙様式第五

三　対外支払手段又は債権その他の売買契約（法第二十条の二第三号に規定する電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換

に関する契約を含む。）に基づく債権の発生等に係る取引　別紙様式第五

四　証券の取得又は譲渡（法第二十条第五号に規定する証券の取得又は譲渡をいい、第十号に掲げる資本取引を除く。）　別紙様式第六

五　証券の発行又は募集　別紙様式第七

六　金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引　別紙様式第八

七　外国にある不動産又はこれに関する権利の取得　別紙様式第九

八　第一号及び第二号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受（第十二号に掲

げる資本取引を除く。）　別紙様式第十

九　金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引　別紙様式第五

十　対外直接投資に係る証券の取得　別紙様式第十一

十一　対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引　別紙様式第十二

十二　対外直接投資に係る外国における支店、工場その他の事業者（以下「支店等」という。）の設置又は拡張に係る資金の支払　別紙

様式第十三

２　非居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに

際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該非居住者は、次

の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければ

ならない。

一　証券の発行又は募集　別紙様式第七

二　本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得　別紙様式第九

３　令第十一条の三第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大臣

の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第一項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる

様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

４　財務大臣は、前三項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するも

のとする。

（信託契約の受益者から除かれる者）

第十二条の二　令第十一条の四に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

一　法人税法（昭和四十年法律第三十四号）附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約

二　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第三条又は第五条に規定する措置として行われる信託契約

三　退職手当等（所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。）の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うこと

を目的とする信託契約

四　被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約

五　信託契約であつて、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成五年

大蔵省令第十四号。次号において「定義府令」という。）第十六条第一項第七号の二イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの

六　信託契約であつて、次に掲げる全ての要件に該当するもの

イ　発行会社等（株式の発行会社又はその被支配会社等（定義府令第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。）若しくは関係会社

（定義府令第七条第二項に規定する関係会社をいう。）をいう。ロ及びハにおいて同じ。）を委託者とする金銭の信託契約であつて、

当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株式を取得し、又は買い付けるものであること。

ロ　発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報

酬委員会の決定又は対象従業員（定義府令第十六条第一項第七号の二イ（１）に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。）

の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若

しくは買い付けた当該発行会社の株式若しくは当該株式の売却代金の交付を行うことを定める規則（労働基準法（昭和二十二年法律

第四十九号）第八十九条の規定により届け出たものに限る。）に基づき、発行会社等の役員（法人税法第二条第十五号に規定する役

員をいう。以下ロにおいて同じ。）若しくは役員であつた者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であつた者又はこれらの者の相

続人その他の一般承継人に当該株式又は当該売却代金の交付を行うものであること。

ハ　当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。

ニ　当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあつては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与される

ものであること。

七　公益信託ニ関スル法律（大正十一年法律第六十二号）第一条に規定する公益信託に係る信託契約

八　存続厚生年金基金が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成

二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前

厚生年金保険法」という。）第百三十条の二第一項及び第二項（平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。）並びに平成二十五年厚生

年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号

及び第五号ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五

年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第

一項及び第二項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年

金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ並びに平成二十五年

厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項に

おいて準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定す

る信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第九十一条の二十五において準用する同法

第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第二項に規

定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百二十八条第三項並びに国民年金基金令

（平成二年政令第三百四号）第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する

国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号
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ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十

六年法律第百五号）第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約

（本人確認の対象から除かれる行為）

第十二条の三　令第十一条の五第一項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一　令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる行為のうち、特定通信手段（銀行等その他の金融機関等（電子決済

手段等取引業者等を除く。以下この号、次号及び第五号並びに第二十七条において同じ。）及びこれに相当するもので外国に主たる事

務所を有するもの（以下「外国金融機関」という。）の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う

銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをい

う。）を利用する銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を顧客等（法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八

条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。）とするものであつて、当該特定通信手段を介して

確認又は決済の指示が行われるもの（外国金融機関との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの

間の行為を除く。）

二　令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が銀行等その他の金融機関等及び外国金融機

関との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為

三　令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公

共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う行為

四　令第十一条の五第一項第四号に掲げる行為のうち、株式会社国際協力銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国

の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約（株式会社国際協力銀行が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。）

の締結

五　令第十一条の五第一項第四号から第六号までに掲げる行為のうち、銀行等その他の金融機関等の間で行われるもので、日本銀行にお

いて振替決済がされるもの

六　令第十一条の五第一項第八号に掲げる行為のうち、金額が二百万円に相当する額を超える無記名の公社債（令第十一条の五第一項第

八号に規定する公社債をいう。）の本券又は利札を担保に提供するもの

七　令第十一条の五第一項第一号から第八号までに掲げる行為のうち、次に掲げるもの

イ　国又は地方公共団体を顧客等とし、当該行為の任に当たつている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、

法令上の手続に従い行う行為であつて、当該職員が当該権限を有することを当該国又は地方公共団体が証明する書類又はこれに類す

るものが提示又は送付されたもの

ロ　破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う行為であつて、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するも

のが提示又は送付されたもの

ハ　銀行等その他の金融機関等がその子会社等（会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。）を顧客等として行う行為であ

つて、当該顧客等の代表者等が次のいずれかに該当することにより当該顧客等のために当該行為の任に当たつていると認められる

もの

（１）　当該代表者等が、当該顧客等が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていること

を証する書面を有していること。

（２）　当該代表者等が、当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていること。

（３）　当該顧客等の主たる事務所等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のため

に当該行為の任に当たつていることが確認できること。

（４）　（１）から（３）までに掲げるもののほか、当該銀行等その他の金融機関等が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識して

いることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていることが明らかであること。

八　令第十一条の五第一項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六

十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引（同法第二条第

二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。）を行う外国（財務大臣が指定する国又は地域に限る。）の市場において、当該

市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの

九　令第十一条の五第一項第二号又は第三号に掲げる行為のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれか

を目的として行うもの（ロに掲げる事項を目的として行うものにあつては、受益権（信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。）

が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。）

イ　当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。

ロ　イに掲げるもののほか、当該顧客がその行う事業を廃止した場合その他の当該事業に係る取引の相手方の保護に欠けるおそれがあ

ることとなつた場合に当該相手方に返還すべき金銭その他の財産を管理すること。

（顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法）

第十二条の四　令第十一条の五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等（法第二十二条

の二第一項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等（令第七条の三第三号に掲げるものを除く。）である場合にあつては、法第十八条第

三項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。）が本人確認記録（住所若しくは居所又は

主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。）に記録されている顧客等と

同一であることを確認する方法とする。ただし、銀行等その他の金融機関等（令第十一条の五第二項第三号から第六号までに規定する他

の銀行等その他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。）が顧客等、代表者等又は法第十八条第三項の規定により顧客等とみな

される自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等

が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。

一　預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他のものの提示又は送付を受け

る方法

二　顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受ける方法

第十二条の五　削除

（資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日）

第十二条の六　法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げ

る本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一　令第十一条の五第一項第一号から第七号までに掲げる行為（次に掲げるものを除く。）　当該行為が終了した日
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イ　電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換の媒介、取次ぎ又は代理を受けること（これらの行為を継続的に又は反復

して行うことを内容とする契約に係るものを除く。）

ロ　金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けること

二　前号イ及びロに掲げるもの並びに令第十一条の五第一項第八号から第十号までに掲げる行為　当該行為が行われた日

２　令第十一条の五第一項第一号から第八号までに掲げる行為であつて、同条第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当

する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替え

て、前項の規定を適用する。

（両替業務を行う者への準用）

第十二条の七　前条の規定は、本邦において法第二十二条の三に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。

（役務取引の許可の申請手続等）

第十三条　令第十八条第一項に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの（核

原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。）とする。

２　居住者が令第十八条第二項又は第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第十四による

許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

３　令第十八条の三第一項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大

臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に

提出しなければならない。

４　財務大臣は、前二項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するも

のとする。

（許可を受ける義務を課する通知の送達等）

第十四条　令第六条の二第三項、令第十一条の三第一項又は令第十八条の三第一項の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信

書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業若しくは同条第九項に規定する特定信書便

事業者による同条第二項に規定する信書便（以下この条において「信書便」という。）による送達又は交付送達により、その送達を受け

るべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。

２　通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に

関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

３　財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者

の氏名（法人にあつては、その名称）、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

４　第一項の交付送達は、当該行政機関の職員（令第二十六条第十号の規定に基づき第二十八条第五号に掲げる事務に従事する日本銀行の

職員を含む。）が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その

送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。

５　次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

一　送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合　その使用人その他の従業者又は同居の者で

当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの（次号において「使用人等」という。）に当該文書を交付すること。

二　第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文

書の受領を拒んだ場合　送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。

６　前各項の規定は、財務大臣が令第六条の二第五項、令第十一条の三第三項又は令第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする

場合について準用する。

（許可の内容の変更手続）

第十五条　令第六条第二項、令第十一条第三項又は令第十八条第二項若しくは第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該

許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第十五による変更許可申請書三通を、

原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

２　令第六条の二第四項、令第十一条の三第二項又は令第十八条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係

る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を、原許

可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

３　令第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該

許可を受けている者は、第一項に規定する様式による変更許可申請書二通を、原許可証を添付して税関長に提出し、その許可を受けなけ

ればならない。

４　財務大臣は、第一項又は第二項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により

提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。

５　税関長は、第三項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原

許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。

（外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為）

第十五条の二　令第十八条の十第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、令第七条第三号に掲げるもの（法第二十一条第一項の規

定により許可を受ける義務を課されている同項に規定する資本取引に当たるものに限る。）とする。

第三章　特別国際金融取引勘定の承認の申請手続等

（金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続）

第十六条　令第十一条の二第一項に規定する金融機関が法第二十一条第三項に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融

機関は、別紙様式第十六による承認申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。

（預金契約の相手方）

第十七条　令第十一条の二第三項第一号に規定する財務省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関（国際間の取

決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものに限る。）とする。

２　令第十一条の二第三項第二号に規定する財務大臣が定める金額は、一億円に相当する額とする。

（証券の範囲）

第十八条　令第十一条の二第四項に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。

一　外国法令に基づいて設立された法人が発行するコマーシャル・ペーパー

二　外国に主たる事務所を有する法人が発行する資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第十五項に規定する受益証

券の性質を有するものであつて同条第一項に規定する特定資産が外国公社債等（令第十一条の二第四項に規定する外国公社債等をい
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う。以下この号において同じ。）のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券の性質を有

するものであつて投資対象が外国公社債等のみであるもの

（国債証券の取得の相手方）

第十八条の二　令第十一条の二第五項第七号に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。

（デリバティブ取引）

第十八条の三　令第十一条の二第六項第三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十二項第一号、第二号、第四

号又は第五号に掲げる取引（同法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引にあつては差金の授受のみによつて決済されるものに限り、同

号ホに掲げる取引にあつては有価証券を授受することを約するものを除く。）に係る契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。

（特別国際金融取引勘定の経理等）

第十九条　令第十一条の二第七項に規定する財務省令で定める帳簿書類は、特別国際金融取引勘定（法第二十一条第三項に規定する特別国

際金融取引勘定をいう。以下同じ。）において経理される取引又は行為を借方及び貸方に仕訳する帳簿書類、当該取引又は行為を勘定科

目の種類別に分類して整理計算する帳簿書類及び当該取引又は行為に係る証券、デリバティブ契約等の明細を記録する帳簿書類とする。

２　令第十一条の二第七項に規定する財務省令で定める基準及び方法は、次に掲げる基準及び方法とする。

一　特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に係る債権債務の決済は、その他の勘定を通ずる方法により行うものとす

る。

二　毎日の終業時における特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替に係る金額は、毎日の終業時において特別国

際金融取引勘定に経理されている取引又は行為（令第十一条の二第六項第三号に掲げるデリバティブ取引を除く。）に係る資金の運用

に係る金額と資金の調達に係る金額との差額とする。

三　特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間は、その他の勘定において経理されてい

る法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を特別国際金融取引勘定に付け替えるこ

とができるものとする。ただし、当該末日において特別国際金融取引勘定に付け替えられている資金の運用に係る金額と資金の調達に

係る金額は、同額でなければならない。

四　前三号に掲げるもののほか、財務大臣が特別国際金融取引勘定の経理に関し必要があると認めて定める基準及び方法

３　令第十一条の二第八項第一号に規定する財務大臣が定める金額は、百億円とする。

４　令第十一条の二第八項第一号に規定する財務大臣の定める率は、百分の十とする。

５　令第十一条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

一　特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第

五項第一号から第八号（第七号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。）及び第十号に掲げる取引又は行為　当該相手

方の登記事項証明書又はその写し、当該相手方が所在する国又は地域の官公署から発行され又は発給された書類その他の書類であつ

て、当該相手方が非居住者であることを確認するに足りるもの

二　特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第七号（取得の相手方が非居住者である場合を除く。）に掲げる取

引又は行為　当該相手方の登記事項証明書又はその写しその他の書類であつて、当該相手方が第十八条の二に規定される適格な者であ

ることを確認するに足りるもの

三　特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第九号に掲げる取引又は行為　当該相手方が適格な流動化証券の発

行者であることを確認するに足りるもの

６　令第十一条の二第九項に規定する財務省令で定める方法は、特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号から

第三号までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第五項各号に掲げる取引又は行為の相手方が金融機関、第十七条第一項に規定す

る者又は当該取引又は行為の当事者である特別国際金融取引勘定承認金融機関（令第十一条の二第五項第十一号に規定する特別国際金融

取引勘定承認金融機関をいう。次項において同じ。）との間で資本取引を継続的に行つている者である場合において、当該取引又は行為

に係る契約書により確認する方法その他の方法であつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる相手方であることの確認が確

実に行われる方法とする。

一　特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第

五項第一号から第八号（第七号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。）及び第十号に掲げる取引又は行為　非居住者

二　特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第七号（取得の相手方が非居住者である場合を除く。）に掲げる取

引又は行為　第十八条の二に規定される適格な者

三　特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第九号に掲げる取引又は行為　適格な流動化証券の発行者

７　特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される非居住者に対する金銭の貸付け（第二項第三号の規

定によりその他の勘定から特別国際金融取引勘定に付け替えられる資金に係る非居住者に対する金銭の貸付けを除く。）に関し、当該貸

付けに係る資金が外国において使用されることについて、当該貸付けの相手方から当該資金の使途その他の事項が記載された書類を徴し

て確認するものとする。

（特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等）

第二十条　財務大臣は、法第二十二条第二項の規定により対象外取引等（同項に規定する対象外取引等をいう。）を特別国際金融取引勘定

において経理し、又は法第二十一条第四項の規定に基づく命令の規定に違反した者に対し、同条第三項各号に掲げる取引若しくは行為の

全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その

禁止をする取引若しくは行為を指定してするものとする。

２　財務大臣は、前項の規定により、法第二十一条第三項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について、特別国際金融取引勘定

において経理することを禁止した場合において、その禁止をする必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をした者に対する通知によ

り、速やかにその禁止を解除しなければならない。

第四章　対外直接投資の届出の手続等

（届出を要する対外直接投資に係る業種）

第二十一条　令第十二条第一項第一号に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。

一　漁業（漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第二条第一項に規定する漁業のうち水産動植物の採捕の事業をいう。）

二　皮革又は皮革製品（商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の品目表の四一〇一から四一〇三までに該当する

原皮のうちなめし過程中のもの、同品目表の四一〇四から四一〇六までに該当するなめした皮、同品目表の四一〇七又は四一一二から

四一一四までに該当する革、同品目表の四二〇二、四二〇三又は四二〇五に該当する革製品並びに同品目表の六四〇三から六四〇六ま

で又は九一一三に該当する製品のうち革製のものをいう。）の製造業
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三　武器（輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）別表第一の一の項の中欄に掲げるもの（（十五）及び（十六）に掲げる

ものを除く。）のうち軍隊が使用するものであつて、直接戦闘の用に供されるものをいう。）の製造業

四　武器製造関連設備（輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄の（十五）及び（十六）に掲げるものをいう。）の製造業

五　麻薬等（大麻取締法（昭和二十三年法律第百二十四号）第一条に規定する大麻、覚醒剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）

第二条第一項に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第二条第一号に規定する麻薬、同条第四号に

規定する麻薬原料植物及び同条第五号に規定する家庭麻薬並びにあへん法（昭和二十九年法律第七十一号）第三条第一号から第三号ま

でに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。）の製造業

（対外直接投資の届出の手続等）

第二十二条　居住者が令第十二条第二項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分

に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

一　対外直接投資に係る証券の取得　別紙様式第十七

二　対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引（既に届出をしたところに従い、当該届出に係る金銭の貸付契約

の履行として行う債権の発生に係る取引を除く。）　別紙様式第十八

三　対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張に係る資金の支払　別紙様式第十九

２　財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交

付するものとする。

（対外直接投資の範囲）

第二十三条　令第十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に

基づいて設立された法人（以下この条において「外国法人」という。）の株式の数又は出資の金額（以下この条において「株式等」とい

う。）と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の

総額（以下この条において「発行済株式等」という。）に占める割合が百分の十以上となる場合とする。

一　当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者

二　前号に掲げる者のほか、当該居住者と共同して当該外国法人の経営に参加することを目的として当該外国法人の株式等を所有する者

２　令第十二条第四項第二号に規定する財務省令で定める外国法人は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有され

る外国法人の株式等と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外

国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である外国法人とする。

３　令第十二条第四項第三号に規定する財務省令で定める永続的な関係は、次に掲げる関係とする。

一　役員の派遣

二　長期にわたる原材料の供給又は製品の売買

三　重要な製造技術の提供

（対外直接投資の届出の内容の変更手続等）

第二十四条　令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しよ

うとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第二十による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日

本銀行を経由して財務大臣に提出することをもつて、第二十二条第一項の規定による届出に代えることができるものとする。

２　財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を前項の規定により提

出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。

３　令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をし

た者は、当該事由について、報告省令第十条第三項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。

一　対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡

二　対外直接投資として行つた金銭の貸付契約に基づく債権の変更又は消滅に係る取引

三　対外直接投資としての資金の支払により設置又は拡張された支店等の廃止に伴う当該支店等からの資金の受領

（期間の短縮に関する通知）

第二十五条　財務大臣は、法第二十三条第三項ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第二十二条

第二項に規定する届出受理証若しくは前条第二項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法

又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。

（勧告の応諾に関する通知の手続）

第二十六条　令第十三条第六項の規定に基づき法第二十三条第六項の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第二十一による通知書

一通を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文書を送達された者は、当該

通知書一通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出するものとする。

第五章　雑則

（換算の方法）

第二十七条　令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算（令及びこの省令の規定の適用を受ける取引、行為又は支払等の額

について換算する場合に限る。）に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算す

る方法とする。

一　令第六条の二第二項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買

を伴うもの　当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

二　令第七条の二に規定する支払又は支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払又は支払等について銀行等又は資金移

動業者との間で本邦通貨との売買を伴うもの　当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算す

る方法

三　令第十一条の五第一項第八号に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利

札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもののうち銀行等その他の金融機関等との間で本邦通貨と

外国通貨との売買を伴うもの　当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

四　令第十一条の六に規定する両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの　当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用され

る実勢外国為替相場を用いて換算する方法

第二十七条の二　令第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等若しくは令第十一条第一項若しくは令第十

一条の三第一項に規定する資本取引に係る支払等のうち電子決済手段等によりされるもの、当該資本取引のうち法第二十条の二の規定に

より資本取引とみなされる取引又は令第十一条の五第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げ
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る行為であつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規

定においてその額について当該換算をすべき支払等、取引又は行為が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等、取引又は行為の

対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

２　令第六条の二第二項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と

電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる

日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

第二十七条の三　令第六条第一項に規定する支払等のうち外国通貨又は電子決済手段等以外のその他の財産的価値（動産及び不動産を含

む。以下「その他の財産的価値」という。）によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価

値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象

となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。

２　令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通

貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の

対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。

（事務の委任）

第二十八条　令第二十六条に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。ただ

し、第一号から第十一号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。

一　第四条第一項に規定する掲示等に関する事務

二　第五条第一項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第二項又は第十五条第一項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書

又は変更許可申請書の受理に関する事務

三　第五条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項又は第十五条第二項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申

請書の受理に関する事務

四　第五条第四項、第十二条第四項、第十三条第四項又は第十五条第四項に規定する許可証又は変更許可証の交付に関する事務

五　第十一条第一項に規定する掲示等に関する事務又は同条第二項の規定に基づく通知に関する事務

六　第十四条第一項（同条第六項において準用する場合を含む。）に規定する通知の交付に関する事務

七　第二十二条第一項又は第二十四条第一項に規定する届出に関する事務のうち届出書又は変更届出書の受理に関する事務

八　第二十二条第二項又は第二十四条第二項に規定する届出受理証又は変更届出受理証の交付に関する事務

九　第二十五条に規定する期間の短縮の通知に関する事務

十　第二十六条に規定する勧告の応諾に関する通知書の受理に関する事務

十一　令第十三条第一項の規定に基づく勧告又は命令の内容を記載した文書の送付に関する事務

十二　前各号に掲げる事務のほか、令及びこの省令の施行のため必要な事務のうち財務大臣が定める事務

附　則　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第六十五号）の施行の日（昭和五十五年十二

月一日）から施行する。

（貿易外取引の管理に関する省令等の廃止）

第二条　次に掲げる省令は、廃止する。

一　外国人財産取得規則（昭和二十四年外資委員会規則第一号）

二　非居住者自由円勘定に関する省令（昭和三十五年大蔵省令第二十四号）

三　貿易外取引の管理に関する省令（昭和三十八年大蔵省令第五十八号）

（経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第六十五号。次条において「改正

法」という。）による改正前の法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定によりされている許可の申請

に係る取引又は行為については、この省令による廃止前の貿易外取引の管理に関する省令第三条第三項及び第四項並びに第六条から第十

一条までの規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。

第四条　この省令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取

引及び当該取引に係る報告については、この省令による廃止前の外国人の財産取得規則は、この省令の施行後においても、なお効力を有

する。

（令和六年能登半島地震に起因して生じた事態に対応するための特例）

第十二条　令和六年能登半島地震に際し災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）が適用された同法第二条第一項に規定する市町村の区

域に住所若しくは居所又は主たる事務所を有する顧客又は代表者等であつて、第八条に規定する方法による本人確認を行うことが困難で

あると認められるものに係る法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する方法に

よる本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客又は代表者等から申告を受ける方法とすることができ

る。この場合において、銀行等は、当該顧客又は代表者等について、同条に規定する方法による本人確認を行うことができることとなつ

た後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人確認を行うものとする。

附　則　（昭和五五年一一月二八日大蔵省令第四八号）　抄

１　この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第六十五号）の施行の日（昭和五十五年十二月一

日）から施行する。

附　則　（昭和五六年五月二八日大蔵省令第二六号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正前の別紙様式第二十一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

３　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五六年九月二九日大蔵省令第四九号）

この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五六年一〇月二八日大蔵省令第五四号）

この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

附　則　（昭和五七年四月二八日大蔵省令第二八号）

１　この省令は、昭和五十七年五月一日から施行する。
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２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五七年七月二四日大蔵省令第四一号）

１　この省令は、昭和五十七年八月二日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五九年三月二二日大蔵省令第六号）

１　この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五九年六月一九日大蔵省令第二五号）

この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部

を改正する法律第五条の規定の施行の日（昭和五十九年七月一日）から施行する。

附　則　（昭和六〇年五月一日大蔵省令第二七号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和六〇年一〇月一八日大蔵省令第五五号）

この省令は、昭和六十年十月十九日から施行する。

附　則　（昭和六一年七月一九日大蔵省令第四〇号）

この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年五月二一日大蔵省令第二四号）

１　この省令は、昭和六十二年五月二十二日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和六二年七月一三日大蔵省令第三七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年一一月一九日大蔵省令第六五号）

１　この省令は、昭和六十二年十一月二十日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和六三年八月一一日大蔵省令第三七号）

１　この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成元年三月一七日大蔵省令第一九号）

１　この省令は、平成元年三月二十七日から施行する。

２　別紙様式第一から別紙様式第二十六までは、当分の間、取り繕い使用することができる。

３　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附　則　（平成元年三月二九日大蔵省令第二三号）

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

附　則　（平成元年六月二六日大蔵省令第五五号）

１　この省令は、平成元年七月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附　則　（平成元年九月一六日大蔵省令第六九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年七月一八日大蔵省令第二八号）

１　この省令は、平成二年七月三十日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附　則　（平成二年八月一〇日大蔵省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年八月一五日大蔵省令第三二号）

この省令は、平成二年八月二十二日から施行する。

附　則　（平成三年三月二五日大蔵省令第一〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成三年四月一日から施行する。

（外国為替の管理に関する省令の一部改正に伴う経過措置）

４　商法等の一部を改正する法律（平成二年法律第六十四号）附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に際

し第七条の規定による改正前の外国為替の管理に関する省令別表第二第二号ホ及び第三号ロに規定する株式を取得する場合並びに同法附

則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により同表第二号ヘ及び第三号ハに規定する株式を取得する場合に

ついては、なお従前の例による。

５　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成四年五月一八日大蔵省令第二八号）

１　この省令は、平成四年五月二十日から施行する。

２　改正前の別紙様式第四及び第二十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（平成六年一月三一日大蔵省令第二号）

１　この省令は、平成六年一月三十一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年二月二五日大蔵省令第四号）

１　この省令は、平成六年三月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年一二月二六日大蔵省令第一一七号）

この省令は、平成六年十二月二十八日から施行する。

附　則　（平成七年三月三〇日大蔵省令第一八号）
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１　この省令は、平成七年四月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成八年三月二九日大蔵省令第一三号）

１　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成八年八月二六日大蔵省令第四七号）

１　この省令は、平成八年九月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成八年九月二七日大蔵省令第五三号）

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附　則　（平成九年二月六日大蔵省令第一号）

１　この省令は、平成九年三月一日から施行する。

２　改正前の別紙様式第十五、第十六及び第十七は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日（平成十年四月一日）から施行する。

（外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令等の廃止）

第二条　次に掲げる省令は、廃止する。

一　外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令（昭和二十四年大蔵省令第百二号）

二　特殊決済方法に関する省令（昭和五十五年大蔵省令第四十八号）

三　通商産業大臣の承認を要しない代金の支払の方法に関する省令（平成六年大蔵省令第百二十四号）

（経過措置）

第三条　この省令の別紙様式第一から第三まで、第五から第十まで又は第十四から第二十一までによる申請書等については、当分の間、こ

の省令による改正前の外国為替の管理に関する省令の別紙様式第一、第二、第四から第十まで、第十五から第十七まで、第二十、第二十

一、第二十三又は第二十四による申請書等を取り繕い使用することができる。

（罰則に関する経過措置）

第四条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十年十二月一日）から施行する。

附　則　（平成一二年三月三一日大蔵省令第二三号）

１　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

２　改正後の外国為替に関する省令（以下「新省令」という。）別表第一号ヘの規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以

後にする外国為替及び外国貿易法第十八条第一項に基づく確認（同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。以下「確認」とい

う。）について適用し、施行日前にする確認については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年九月三十日ま

での間にする確認に係る新省令別表第一号ヘの規定の適用については、「外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは、「外国人登録原

票の記載事項証明書（外国為替に関する省令の一部を改正する省令（平成十二年大蔵省令第二十三号）による改正前の外国為替に関する

省令別表第一号ヘに規定する外国人登録済証明書を含む。）」とする。

附　則　（平成一二年六月七日大蔵省令第五一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年六月二六日大蔵省令第五九号）

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）　抄

１　この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

２　この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（平成一二年一一月三〇日大蔵省令第八四号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中外国為替に関する省令第四条第二項及び第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十五条第一項の改正規定　平成十二

年十二月一日

二　第一条中外国為替に関する省令第二条第二項及び第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第二十二条第五項の改正規定　平成十

三年一月六日

附　則　（平成一二年一二月二七日大蔵省令第八九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

（外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置）

４　前項の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第四は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（平成一三年一二月二八日財務省令第六八号）

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附　則　（平成一四年三月二八日財務省令第一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

（外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条中外国為替に関する省令による改正後の別紙様式第七による申請書については、当分の間、改正前の別紙様式第七による申

請書を取り繕い使用することができる。

附　則　（平成一四年八月一六日財務省令第四八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律（平成十四年法律第三十四号）の施行の日から施行する。
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附　則　（平成一四年一二月二七日財務省令第七四号）

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

附　則　（平成一五年二月三日財務省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年三月二七日財務省令第一四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

一及び二　略

三　第一号及び第二号に掲げる改正規定以外の改正規定　平成十五年四月一日

（外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第二及び別紙様式第五から別紙様式第十四までは、当分の間、これ

を取り繕い使用することができる。

附　則　（平成一五年六月三〇日財務省令第六六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月二五日財務省令第七九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年九月一一日財務省令第八一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年三月一九日財務省令第一三号）

この省令は、平成十六年三月二十六日から施行する。ただし、第一条中第十条の改正規定は同年三月二十九日から、第一条中第四条の

改正規定並びに第二条の規定は同年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年一二月一日財務省令第七二号）

この省令は、平成十七年一月四日から施行する。ただし、第一条の規定は同年七月十九日から施行する。

附　則　（平成一六年一二月二七日財務省令第七六号）

この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施

行する。

附　則　（平成一七年二月二八日財務省令第六号）

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

附　則　（平成一七年六月二〇日財務省令第五四号）

この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

附　則　（平成一七年九月三〇日財務省令第七五号）

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成一七年一〇月七日財務省令第七九号）

この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月二四日財務省令第九号）

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年四月二八日財務省令第四〇号）

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附　則　（平成一九年九月七日財務省令第四七号）

この省令は、平成十九年九月二十八日から施行する。

附　則　（平成一九年九月一四日財務省令第四八号）

この省令は、信託法の施行の日（平成十九年九月三十日）から施行する。

附　則　（平成一九年九月一四日財務省令第四九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附　則　（平成二〇年二月一日財務省令第四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年五月二三日財務省令第三八号）

この省令は平成二十年六月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年一二月五日財務省令第八〇号）

この省令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

附　則　（平成二一年七月一〇日財務省令第五四号）

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一〇月一日財務省令第六六号）

この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附　則　（平成二二年一月二六日財務省令第二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

附　則　（平成二二年三月一日財務省令第六号）
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（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに

第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八

条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引

等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び

第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕

い使用することができる。

（罰則に関する経過措置）

第三条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二二年六月一〇日財務省令第四〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年一二月一〇日財務省令第六〇号）

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附　則　（平成二三年三月二五日財務省令第六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年六月三〇日財務省令第四三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年三月三〇日財務省令第二〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（平成二十三年法律第三十一号）の施行の日（平成二

十五年四月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第十二条の二の改正規定　公布の日

二　別表第一号ホの改正規定（「運転免許証（」を「運転免許証等（」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第百四条の四第

五項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分に限る。）及び附則第十二条を削る改正規定並びに附則第三条の規定　平成二十

四年四月一日

三　別表第一号ロ及びホの改正規定（「運転免許証（」を「運転免許証等（」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第百四条

の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分を除く。）並びに附則第二条の規定　出入国管理及び難民認定法及び日本

国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十

九号。附則第二条において「入管法等改正法」という。）の施行の日（平成二十四年七月九日）

（外国人登録原票の写し等に関する経過措置）

第二条　この省令による改正後の外国為替に関する省令（以下「新省令」という。）別表の規定の適用については、外国人登録原票の写し

及び外国人登録原票の記載事項証明書（地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。）は、入管法等改正

法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表第一号ロに掲げる書類とみなす。

２　新省令別表の規定の適用については、中長期在留者（入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法（昭和二

十六年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。）が所持する外国人登録証明書又は特別永住者（入管法等改正

法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七

十一号）に規定する特別永住者をいう。）が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入

管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ同表第一号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

（運転経歴証明書に関する経過措置）

第三条　平成二十四年四月一日前に交付された道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書に

対する新省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二四年三月三〇日財務省令第二二号）

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年三月二九日財務省令第一五号）

この省令は、平成二十五年三月二十九日から施行する。

附　則　（平成二五年一二月一二日財務省令第六一号）

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

附　則　（平成二六年三月一一日財務省令第一二号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の七第二号及び第十二条の二第八号の改正規定は、公的年金制度の健全性及び信

頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号）の施行の日から施行する。

附　則　（平成二六年一二月一日財務省令第九一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年九月一八日財務省令第七二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（平成二十六年法律第百十七号）の施行の日（平成二

十八年十月一日。以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第八条第二項第四号及び別表第一号トの改正規定（「ヘ」を「ニ」に改め、同号トを同号ホとする部分を除く。）の改正規定　公布

の日

二　第八条第一項第一号トの改正規定（同号トを同号リとする部分を除く。）、同号ヘの改正規定（同号ヘを同号チとする部分を除く。）

及び別表第一号ホの改正規定（「。次号において同じ。）」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは

戦傷病者手帳（当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。）」を加え、同号ホを同号イとする部分を除

く。）並びに次項及び次条の規定　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の
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整備等に関する法律（平成二十五年法律第二十八号。次条第一項において「番号利用法整備法」という。）附則第三号に掲げる規定の

施行の日（平成二十八年一月一日）

２　前項第二号に定める日から施行日の前日までの間は、この省令（同号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の外国為替に関する省

令第八条第一項第一号ヘ中「チ及びリ」とあるのは「ヘ及びト」とし、同省令別表第一号ホ中「若しくは」とあるのは「又は」とする。

（住民基本台帳カードに関する経過措置）

第二条　この省令による改正後の外国為替に関する省令別表第一号イの規定の適用については、番号利用法整備法第十九条の規定による改

正前の住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。）第三十条の四十四第三項の

規定により交付された住民基本台帳カード（氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。）は、番号利用法整備法第二十

条第一項の規定により、なお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は

当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法

律第二十七号）第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

２　前条第一項第二号に定める日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第一号イ」とあるのは

「別表第一号ホ」とする。

（平成二十四年改正省令に関する経過措置）

第三条　施行日以後における外国為替に関する省令の一部を改正する省令（平成二十四年財務省令第二十号）の適用については、同省令附

則第二条第二項中「第一号ホ」とあるのは「第一号イ」とする。

附　則　（平成二八年四月二二日財務省令第四六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年三月二七日財務省令第七号）

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年八月二五日財務省令第五三号）

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年五月一八日財務省令第四〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別

紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国

為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。

附　則　（平成三〇年七月一三日財務省令第五四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年九月一四日財務省令第六一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年一一月三〇日財務省令第六九号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二表の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

附　則　（令和元年六月二四日財務省令第九号）

（施行期日）

１　この省令は、令和元年七月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（令和元年一〇月一八日財務省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年一一月八日財務省令第三一号）

この省令は、道路交通法の一部を改正する法律（令和元年法律第二十号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和元年十二月

一日）から施行する。ただし、第二条第二項第三号及び第四号並びに第八条の二の二第一号の改正規定は公布の日から施行する。

附　則　（令和元年一二月一三日財務省令第三八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。

附　則　（令和二年三月一九日財務省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年四月一日財務省令第三六号）

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第六十三

号）第四条（覚
ヽ

せ
ヽ

い剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）第九条第一項第二号の改正規定を除く。）の規定の施行の日（令和二

年四月一日）から施行する。

附　則　（令和二年四月三日財務省令第三九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行

の日（令和二年五月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別

紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国

為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。

附　則　（令和二年四月三〇日財務省令第四三号）

この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年五月八日）から施行する。

附　則　（令和二年七月一〇日財務省令第六一号）

この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（令和二年一〇月三〇日財務省令第六八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（令和二年一二月二五日財務省令第九〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二八日財務省令第九三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年五月二〇日財務省令第四八号）

この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日（令和三年五月二十日）から施行する。

附　則　（令和三年七月一六日財務省令第五七号）

この省令は、特定複合観光施設区域整備法の施行の日（令和三年七月十九日）から施行する。

附　則　（令和三年九月一日財務省令第六三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一一月一〇日財務省令第七四号）

この省令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための

銀行法等の一部を改正する法律の施行の日（令和三年十一月二十二日）から施行する。

附　則　（令和四年三月三一日財務省令第一〇号）

（施行期日）

１　この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（以下この項及び次項において「改正法」という。）の

施行の日（令和四年四月一日）から施行する。ただし、第十二条の二第八号の改正規定は、改正法附則第一条第七号に掲げる規定の施行

の日（令和四年五月一日）から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正後の外国為替に関する省令（以下この項において「新省令」という。）別表第一号ハの規定の適用については、こ

の省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳（改正法第二条の規定による改正前の国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）

第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいい、当該国民年金手帳に自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限

る。）は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（令和

三年厚生労働省令第百十五号）附則第六条第一項の規定により、同令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることが

できる書類とみなされる間は、新省令別表第一号ハに掲げる書類とみなす。

附　則　（令和四年五月九日財務省令第四二号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日（令和四年五月十日）から施行する。

（経過措置）

３　この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに新報告省令別紙様式第

三及び第四の様式による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式によ

る申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第三及び第四の様式による報告書を取り繕い使用することができ

る。

附　則　（令和五年二月一日財務省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年五月一一日財務省令第三七号）

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和三年法律第三十七号）第四十九条の規定の施行の日

から施行する。

附　則　（令和五年五月二六日財務省令第三九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和五年六月一日から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定及び第二章中第十五条の次に一条を加える改正規定

は、令和六年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）から令和六年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の外国為替に

関する省令第七条の規定の適用については、同条第一項中「、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項」とあるのは「及び第

十七条の四第一項」とする。

３　この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに改正後の外国為替の取

引等の報告に関する省令別紙様式第一、第二、第二十三及び第二十四の様式による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関

する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一、

第二、第二十三及び第二十四の様式による報告書を取り繕い使用することができる。

附　則　（令和六年一月一一日財務省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

別表（第八条関係）

一　自然人である顧客又は代表者等（次号及び第四号に掲げるものを除く。）に係る本人確認書類

イ　運転免許証等（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項

（同法第百五条第二項において準用する場合を含む。）に規定する運転経歴証明書をいう。）、出入国管理及び難民認定法第十九条の三

に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十

一号）第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条

第七項に規定する個人番号カード、第八条の二の二に規定する旅券等若しくは出入国管理及び難民認定法第十四条の二第四項に規定

する船舶観光上陸許可書（その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限

る。次号において単に「船舶観光上陸許可書」という。）又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病
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者手帳（当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。）で、銀行等が提示又は送付を受ける日において

有効なもの

ロ　イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所

及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの（銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内

に作成されたもの（有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの）に限る。）

ハ　国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務

員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証

書若しくは母子健康手帳（当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。）で、銀行等が提示若しくは送

付を受ける日において有効なもの又は特定為替取引若しくは資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み若しくは承諾に係る

書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日前六月以内に作成されたもの

ニ　印鑑登録証明書（ハに掲げるものを除く。）、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書（地方公共団体の長の

住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。）で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの

ホ　イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住

所又は居所及び生年月日の記載があるもの（銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの（有効期間又は有効期限

のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの）に限る。）（財務大臣が指定するものを除く。）

二　第八条第一項第二号に掲げる者に係る本人確認書類　第八条の二の二に規定する旅券等又は船舶観光上陸許可書

三　法人（次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。）に係る本人確認書類

イ　当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書（当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当

該法人の名称及び主たる事務所の所在地を証する書類）又は印鑑登録証明書で、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載が

あるもの（銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。）

ロ　イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び主たる事務所

の所在地の記載があるもの（銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの（有効期間又は有効期限のあるものにあ

つては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの）に限る。）

四　外国人（日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留している者（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の

地位に関する協定第三条第一項の規定により日本国に入国した者を除く。）を除く。）及び外国に主たる事務所を有する法人に係る本人

確認書類　第一号又は第三号に定めるもの（この場合において、第一号中「旅券等」とあるのは「旅券等（この場合において、第八条

の二の二中「当該自然人」とあるのは、「当該外国人」とする。）」と、「当該自然人」とあるのは「当該外国人」と、第三号中「当該法

人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。）のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国

際機関が発行した書類その他これに類するもので、第一号又は第三号に準ずるもの（当該顧客が自然人の場合にあつてはその氏名、住

所又は居所及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。）

で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの（有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は

送付を受ける日において有効なものに限る。）

21



別紙様式第一

別紙様式第一（平10蔵令28・全改、平12蔵令69・平16財令13・令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省居住性の認定申請書財務大臣殿申請年月日申請者：氏名又は名称及び代表者の氏名国籍住所又は所在地職業又は業種本邦内における住所、担当者所在地又は連絡先電話下記のとおり申請します。1申請の理由4所得の主な源泉5家族同伴の有無（家族の同伴があ2滞在の目的る場合はその氏名）6その他の事項3滞在期間上記申請については、申請者をと認定する。記名押印認定年月日認定番号（日本産業規格A4）（裏面）（記入要領）1「1申請の理由」欄には、「入国後6カ月を超える見込みであるが、引き続き本邦滞在期間中非居住者として取り扱われることを希望するため」等、認定を必要とする理由を具体的に記入すること。2入国後6カ月を超える見込みである場合において、引き続き非居住者として取り扱われることを希望するため本申請書を申請する場合には、「3滞在期間」欄には、本邦への入国年月日、本邦からの出国予定年月日及び滞在日数を、「4所得の主な源泉」欄には、「本国にある〇〇からの外貨送金による」等、滞在費の調達の源泉を具体的に記入すること。
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別紙様式第二

別紙様式第二 

根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省      

 

 支 払 

支 払 の 受 領 許 可 申 請 書 

 

 
 財 務 大 臣 殿 

   (日本銀行経由) 申請年月日                      

申請者： 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名 

 

                  

国 籍       

居住者 (該当分に○) 
非居住者        

住所又は所在地                   
 

職 業 又 は 業 種       
担当者 
電 話         

 

 下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける

義務が課された

法律上の根拠(該

当する条項すべて

に○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 

第16条第1項 

 同 法 第16条第2項 

 同 法 第16条第3項 

 同 法 第16条の2  

2 支払(又は支払

の受領)の相手方 

(1) 氏名又は名称  

(2) 住所又は所在地  

(3) 職業又は業種  

3 支払(又は支払の受領)の金額 5 支払(又は支払の受領)の理由 

4 支払(又は支払の受領)の時期 6 その他の事項 

 上記申請は、 

記名押印             

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  

 (日本産業規格A4) 

24



 (裏面) 

 

 (記入要領) 

   1 本申請書は、支払又は支払の受領の別に記入すること。この場合において、支払

にあつては様式中「支払の受領」及び「(又は支払の受領)」の字句を、支払の受領

にあつては、様式中「支払」の字句を消すこと。 

   2 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄は、許可を受ける義務が課

された支払又は支払の受領の根拠規定として該当する条項に○印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された支払又は支払の受領

について許可の申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

   3 「2 支払(又は支払の受領)の相手方」欄中「(2) 住所又は所在地」欄には、国

又は地域名も記入すること。 

   4 「3 支払(又は支払の受領)の金額」欄は、決済通貨により記入すること。この

場合において、決済通貨が外国通貨又は電子決済手段等(外国為替及び外国貿易法

第6条第1項第9号に規定する電子決済手段等をいう。以下同じ。)の場合には、本邦

通貨に換算した金額も記入すること(例：○○米ドル 本邦通貨に換算した金額：

○○円)。また、支払又は支払の受領が外国通貨又は電子決済手段等以外のその他

の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)であ

る場合には、当該その他の財産的価値及び当該その他の財産的価値を本邦通貨に換

算した金額を記入すること。なお、当該その他の財産的価値が複数あるときは、そ

の他の財産的価値毎に記入すること(例：宝石：○○円、自動車：○○円)。 

   5 「4 支払(又は支払の受領)の時期」欄には、例えば、「許可あり次第」、「○

○年○○月及び○○年○○月に半額ずつ分割送金」等と記入すること。 

   6 「5 支払(又は支払の受領)の理由」欄には、その理由を簡潔に記入し、詳細に

ついて説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。 

   7 外国為替及び外国貿易法第16条の2の規定に基づき許可を受ける義務が課された

支払又は支払の受領に係る許可の申請を行う場合には、「6 その他の事項」欄

に、当該支払又は支払の受領を指定した通知の番号及び通知年月日を記入すること。 

   8 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事

項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   9 本申請書は、日本語により作成すること。 
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  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

 為替取引又は電子決済

手段等の移転等を行つ

た年月日 

金 額 

銀行等、資金移動業者又は

電子決済手段等取引業者

等確認欄 
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別紙様式第三

別紙様式第三（平10蔵令28・全改、平12蔵令69・平15財令81・令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省輸出支払手段等の許可申請書輸入税関長殿申請年月日申請者：氏名又は名称及び代表者の氏名居住者（該当分に〇）国籍非居住者住所又は所在地担当者職業又は業種電話下記のとおり申請します。1輸出（又は輸入）しようとする3輸出（又は輸入）の方法支払手段等支払手段等の種類4輸出（又は輸入）の時期数量5輸出（又は輸入）の理由金額2輸出（若しくは輸入）の相手方6その他の事項又は仕向地（若しくは積出地）上記申請は、記名押印許可年月日許可番号許可の有効期間（日本産業規格A4）（裏面）（記入要領）1本申請書は、支払手段等の輸出又は輸入の別に記入すること。この場合において、輸出にあつては様式中「輸入」、「（又は輸入）」、「（若しくは輸入）」及び「（若しくは積出地）」の字句を、輸入にあつては様式中「輸出」及び「仕向地」の字句を消すこと。2本申請書において支払手段等とは、外国為替及び外国貿易法第19条第1項に規定する支払手段又は同法第6条第1項第11号に規定する証券若しくは同条第1項第10号に規定する貴金属をいう。3「1輸出（又は輸入）しようとする支払手段等」欄中「支払手段等の種類」欄には、支払手段等の具体的名称（アメリカ合衆国〇〇米ドル紙幣、第〇〇回米国財務省証券等）を記入すること。4「2輸出（若しくは輸入）の相手方又は仕向地（若しくは積出地）」欄には、輸出又は輸入した後に引き渡しを行う相手方の氏名若しくは名称、住所若しくは所在地（国、又は地域名を含む。）並びに職業若しくは業種を、またこれ以外の場合にあつては、輸出（若しくは輸入）の仕向地（若しくは積出地）を記入すること。5「3輸出（又は輸入）の方法」欄には、携帯、国際郵便又は一般の通関手続等、具体的な輸出（又は輸入）の方法を記入すること。6「5輸出（又は輸入）の理由」欄には、その理由を簡潔に記載し、詳細について説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。7上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙用紙を添付して差し支えない。8本申請書は、日本語により作成すること。〇以下の方は本届出書を提出して下さい。携帯して現金などの支払手段等を輸出（国外への持出し）又は輸入（国内への持込み）しようとする際に、下記1のの合計金額が100万円（＊）相当額を超える方、又は下記1のの合計重量が1キログラムを超える方、又は両方に該当する方は本届出書を提出してください。＊北朝鮮を仕向地とする輸出の場合は10万円〇本届出書の記入に当たっては、裏面の記入要領等を御参照下さい。

27



28



 

29



別紙様式第四（外国為替及び外国貿易法に基づく届出用）

別紙様式第四（外国為替及び外国貿易法に基づく届出用）（令2財令68・全改）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省□輸出支払手段等の携帯届出書□輸入税関長殿届出年月日年月日氏名（漢字）（ローマ字）届住所出生年月日者国籍旅券番号以下のとおり届出します。1輸出（又は輸入）しようとする支払手段等の種類、金額等支払手段又は証券□現金（原通貨で記入）□小切手（旅行小切手を含む。）□約束手形□証券（有価証券に限る。）合計金額（100万円（＊）未満切捨て）万円＊北朝鮮を仕向地とする輸出の場合は10万円□貴金属（金の地金で純度90％以上のものに限る。）合計重量（1キログラム未満切捨て）キログラム2仕向地（又は積出地）の名称□輸出しようとする場合［搭乗機（船舶）名：］［降機（船）地名：］□輸入しようとする場合［搭乗機（船舶）名：］［乗機（船）地名：］3輸出（又は輸入）の実行の日□届出の日□届出の日の翌日署名税関記入欄届出受理年月日（裏面）［記入要領］1様式中の□の該当欄にチェックをして下さい。2氏名は楷書で丁寧に御記入下さい。3支払手段又は証券の金額は、以下のようにして下さい。支払手段（現金、小切手（旅行小切手を含みます。）及び約束手形をいいます。）の額は、その表示される額証券（金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第2条第1項に規定する有価証券（国債、株券等）に限ります。）の額は、届出しようとする日の時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額現金、小切手（旅行小切手を含みます。）、約束手形又は有価証券の欄は原通貨又は表示通貨で記入して下さい。なお、枠内に記入できない場合には、下記の「その他の事項」欄に記入して下さい。合計金額は、100万円未満を切り捨てた上で、記入して下さい。＊北朝鮮を仕向地とする輸出の場合は10万円外国通貨から本邦通貨に換算する場合に使用する換算相場は、関税定率法施行規則（昭和44年大蔵省令第16号）第1条に規定する外国為替相場を用いて下さい。4貴金属の合計重量はキログラム未満を切り捨てた上で、記入して下さい。5「3輸出（又は輸入）の実行の日」欄中「届出の日の翌日」とは、出国の際に利用する航空機又は船舶の出港予定日が本届出書の税関への提出の日の翌日となっているものをいいます。6作成に当たって御不明な点は税関職員にお尋ね下さい。（その他の事項）［留意事項］携帯して、100万円相当額を超える現金（通貨の種類を問いません。）、小切手（旅行小切手を含みます。）、約束手形、有価証券又は1キログラムを超える金の地金を輸出又は輸入しようとする場合には、外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）第19条第3項の規定に基づき、この様式による届出書を作成の上、輸出（国外への持出し）又は輸入（国内への持込み）の当日ないし前日に、出入国する空港又は港を管轄する税関に届け出る必要があります（届出をしないで又は虚偽の届出をして輸出又は輸入をした場合には同法違反として罰則が科されることがあります。）。＊北朝鮮を仕向地とする輸出の場合は10万円（備考）本届出書は、外国語により作成して差し支えない。
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別紙様式第五

別紙様式第五 

根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省      

 

預 金 

信 託 

金 銭 の 貸 借 

債 務 の 保 証 

支払手段又は債権の売買 

金 の 地 金 の 売 買 

そ の 他 の 売 買 

契約に基づく債権の発生等に係る取引許可申請書 

 
 財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 申請年月日                      

申請者： 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名 

 

                  

国 籍       

居住者 
    (該当分に○) 
非居住者        

住所又は所在地                   

 

職 業 又 は 業 種       

担当者 

電 話         

 下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける
義務が課された
法律上の根拠 
(該当する条項す
べてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
第21条第1項 

      同 法 第21条第2項 

      同 法 第22条第1項 

2 

取 引の

相 手方 

(1) 氏名又は名称  

(2) 国 籍 居住者    非居住者    (該当分に○) 

(3) 住所又は所在地  

(4) 職業又は業種  

3 取 引 の 内 容  

4 金 額  

5 取 引 の 時 期  

6 取引を行おうとする理由  

7 そ の 他 の 事 項  

 上記申請は、 

記名押印           

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  

 (日本産業規格A4) 
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 (裏面) 

 (記入要領) 

   1 本申請書は、行おうとする取引の別に記入すること。この場合において、様式中

行おうとする取引以外の取引の字句を消すこと。(なお、同一の取引の相手方との

間において、二以上の取引を同時に行おうとする場合には同一の様式により記入し

て差し支えない。) 

   2 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が

課された取引の根拠規定として該当する条項に○印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された取引について許可の

申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

   3 「2 取引の相手方」欄中「(3) 住所又は所在地」欄には、国又は地域名も記入

すること。 

   4 「3 取引の内容」欄には、例えば「上記相手方に外貨預金勘定を開設するこ

と」、「上記相手方に本邦通貨を売却しアメリカ合衆国通貨を買い入れること」等、

取引の内容を具体的に記入すること。なお、同一の取引の相手方との間において二

以上の規定の取引を同時に行おうとする場合には、その旨を明らかにすること。 

   5 支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引について許可の申

請を行う場合には、その売買契約の対価の金額を、また、金の地金の売買契約に基

づく債権の発生等に係る取引について許可の申請を行う場合には、その売買契約の

対象となる金の地金の重量を「4 金額」欄に併せて記入すること。なお、外国為

替及び外国貿易法第20条の2の規定により資本取引とみなされる電子決済手段等取

引についての許可の申請を行う場合には、その取引の対象となる電子決済手段等の

数量及び本邦通貨に換算した金額(対価が金銭である場合等その財産的価値が金銭

で確定されている場合にはその金銭の額)を同欄に記入すること(例：○○ビットコ

イン(BTC)、本邦通貨に換算した金額：○○円)。 

   6 「6 取引を行おうとする理由」欄には、その理由を簡潔に記入し、詳細につい

て説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。 

   7 金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引について許可の申請を行う場合

には、当該契約の条件(金利、期間、返済方法)を、また、外国為替及び外国貿易法

第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が課された取引に係る許可の申請を

行う場合には、当該取引を指定した通知の番号及び通知年月日を「7 その他の事

項」欄に記入すること。 

   8 上記様式に記入することができない場合には、日本産業規格A4の用紙により上記

事項に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   9 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段

等の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電子
決済手段等取引業者等確認欄 
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別紙様式第六

別紙様式第六 

根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省      

 証券の 
取 得 

譲 渡 
許可申請書  

 財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 

 申請年月日                      

申請者： 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名 

 

                  

住所又は所在地                   

 

職 業 又 は 業 種       

担当者 

電 話         

 下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける
義務が課された
法律上の根拠 
(該当する条項
すべてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
第21条第1項 

 
     同 法 第21条第2項 

 
     同 法 第22条第1項 

２

取
引
の
相
手
方 

(1) 氏名又は名称  

(2) 国 籍  

(3) 住所又は所在地  

(4) 職業又は業種  

３ 

証

券

の

内

容 

証 券 の 種 類 

(該当分に○) 

イ 公債 ロ 社債(普通・転換、国内発行・海外発行) 
ハ 株式 ニ 持分 ホ その他(具体的に記入するこ
と。) 

銘 柄 
表示

通貨 
数量 

額面

金額 

取 得
(又 は
譲 渡)
総 額 

株式又は持分の場合は
申請時に所有する同一
銘柄の株式又は持分の
数量及び額面金額 

      

債券の場合は償還時
期 

 

4 取得(又は譲渡)の態様 

  (該当分に○) 

イ 市場経由(取得又は譲渡の市場を記入すること。) 

ロ その他(具体的に記入すること。) 

5 取得(又は譲渡)の時期  

6 支払(又は支払の受領)

の時期 
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 (裏面) 

7 取得(又は譲渡)をしようと

する理由 
 

8 そ の 他 の 事 項  

 上記申請は、 

記名押印           

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  

 

 (記入要領) 

   1 本申請書は、取得又は譲渡の別に記入すること。この場合において、取得の場合

にあつては様式中「譲渡」、「(又は譲渡)」及び「(又は支払の受領)」の字句を、

譲渡の場合にあつては様式中「取得」及び「支払」の字句を消すこと。 

   2 本申請書において証券とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第11号に規定す

る証券をいう。 

   3 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が

課された証券の取得又は譲渡の根拠規定として該当する条項に○印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された証券の取得又は譲渡

について許可の申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

   4 「2 取引の相手方」欄中「(3) 住所又は所在地」欄には、国又は地域名も記入

すること。 

   5 「7 取得(又は譲渡)をしようとする理由」欄には、その理由を簡潔に記入し、

詳細について説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付す

ること。 

   6 外国為替及び外国貿易法第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が課され

た証券の取得又は譲渡に係る許可の申請を行う場合には、「8 その他の事項」欄

に、当該証券の取得又は譲渡を指定した通知の番号及び通知年月日を記入すること。 

   7 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事

項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   8 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段

等の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電子
決済手段等取引業者等確認欄 
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別紙様式第七

別紙様式第七 

根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省      

証券の発行又は募集許可申請書 

 財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 

 申請年月日                      

申請者： 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名 

 

                  

国 籍       

居住者 
    (該当分に○) 
非居住者       

住所又は所在地                   

 

職 業 又 は 業 種       

担当者 

電 話        

 下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける義務が
課された法律上の根拠 
(該当する条項すべて
に○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
第21条第1項 

      同 法 第21条第2項 

      同 法 第22条第1項 

２ 

発
行
又
は
募
集
の
内
容
及
び
時
期 

(1) 
イ 種 類  (5) 発行又は募集の方法 

集
す
る
証
券 

発
行
又
は
募 

ロ 数 量  

 

発
行
又
は
募
集
の
条
件 

イ 利 率 等  ハ 額面金額及び
総額 

 

(2) 引受契約又は買取契
約締結の時期及び場所 

 
ロ 果実の支払

方法 
 

(3) 発行又は募集の時期
及び場所 

 
ハ 元本の償還

方法 
 

(4) 上場の有無及び上場
する場所 

 ニ そ の 他  

3 発行又は募集の関係者の氏

名(又は名称)、住所(又は所在

地)及び職業(又は業種) 

(1) 引受人又は買取人 

(2) 財務代理人(又は受託者)及び支払代理人 

4 発行又は募集をしようとす

る理由 
 

5 そ の 他 の 事 項 

(1) 担保又は保証 (3) その他 

(2) 準拠法及び裁判管轄権 

 上記申請は、 

記名押印           

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  
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 (裏面) 

 (記入要領) 

   1 本申請書において証券とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第11号に規定す

る証券をいう。 

   2 非居住者の本申請について代理人がいる場合には、申請者の欄の下に、その代理

人の氏名(又は名称)、住所(又は所在地)、職業(又は業種)及び担当者の氏名(電話

番号)についても記入すること。 

   3 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が

課された証券の発行又は募集の根拠規定として該当する条項に○印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された証券の発行又は募集

について許可の申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

   4 「2 発行又は募集の内容及び時期」欄中「(1) 発行又は募集する証券」欄の

「イ 種類」欄には、普通株式、優先株式、普通社債、劣後債、転換社債、新株引

受権付社債、新株予約権付社債等の証券の種類のほか、商品性(固定利付債、変動

利付債、二重通貨建債等)についても記入すること。 

   5 「2 発行又は募集の内容及び時期」欄中「(6) 発行又は募集の条件」欄の「イ

 利率等」欄には、利率、発行価格、応募者利回り、償還価格、利子の支払時期を

記入し、二重通貨建債の場合には、償還時の通貨及び為替相場を記入すること。 

     また、「ハ 元本の償還方法」欄には、元本の償還方法を記入するとともに、

当該証券の最終償還時期(年限を内書すること)についても記入し、当該証券に期限

前償還条項が付されている場合は、当該償還条件(期限前償還の時期、償還価格等)

についても記入すること。 

    「ニ その他」欄には、転換社債、新株引受権付社債又は新株予約権付社債等の

場合には、その転換等の条件(転換又は行使期限、為替相場、転換又は行使価格等)

について記入すること。 

   6 「4 発行又は募集をしようとする理由」欄には、資金使途についても記入し、

詳細について説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付す

ること。 

   7 格付けを取得している場合には、その取得をしている格付けを、また、外国為替

及び外国貿易法第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が課された証券の発

行又は募集に係る許可の申請を行う場合には、当該証券の発行又は募集を指定した

通知の番号及び通知年月日を「5 その他の事項」欄中「(3) その他」欄に記入す

ること。 

   8 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事

項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   9 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段

等の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電子
決済手段等取引業者等確認欄 
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別紙様式第八

別紙様式第八 

根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省      

金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引許可申請書 

 財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 
 申請年月日                      

申請者： 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名 

 

                  

国 籍       

居住者 
    (該当分に○) 
非居住者       

住所又は所在地                   

 

職 業 又 は 業 種       

担当者 

電 話        

 下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける
義務が課された
法律上の根拠 
(該当する条項
すべてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
第21条第1項 

      同 法 第21条第2項 

      同 法 第22条第1項 

２
取
引
の
相
手
方 

(1) 氏名又は名称  

(2) 国 籍 居住者    非居住者    (該当分に○) 

(3) 住所又は所在地  

(4) 職業又は業種  

３ 

先
物
契
約
の
内
容 

(1) 対 象 商 品  (5) 最終取引日  

(2) 取 引 価 額  (6) 最終決済日  

(3) 取 引 の 別  (7) 証 拠 金 
当初証拠金 

維持証拠金 

(4) 限 月  (8) そ の 他  

4 先 物 契 約 の 時 期  

5 支 払 の 時 期  

6 契約しようとする理由  

7 そ の 他 の 事 項  

 上記申請は、 
記名押印           

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  
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 (裏面) 

 (記入要領) 

   1 本申請書において金融指標等先物契約とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項

第14号に規定する契約をいう。 

   2 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が

課された取引の根拠規定として該当する条項に○印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された取引について許可の

申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

   3 「2 取引の相手方」欄中「(3) 住所又は所在地」欄には、国又は地域名も記入

すること。 

   4 「3 先物契約の内容」欄中「(3) 取引の別」欄には、現実指数若しくは現実数

値が約定指数若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者とな

るか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別を記入すること。 

   5 「6 契約しようとする理由」欄には、その理由を簡潔に記入し、詳細について

説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。 

   6 外国為替及び外国貿易法第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が課され

た取引に係る許可の申請を行う場合には、「7 その他の事項」欄に、当該取引を

指定した通知の番号及び通知年月日を記入すること。 

   7 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事

項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   8 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段

等の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電子
決済手段等取引業者等確認欄 
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別紙様式第九

別紙様式第九 

 根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省 
 
 外国 

本邦 
にある不動産又はこれに関する権利の取得許可申請書  

 
  財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 

申請年月日                    

申請者： 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名                 

国 籍    

居住者 

非居住者 
(該当分に○) 

住所又は所在地                 

 

職 業 又 は 業 種         

担当者

電 話      

  下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける

義務が課された

法律上の根拠 

 (該当する条項

すべてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
第21条第1項 

       同     法     第21条第2項 

       同     法     第22条第1項 

２
取
得
の
相
手
方 

(1) 氏名又は名称  

(2) 国 籍 居住者  非居住者(該当分に○) 

(3) 住所又は所在地  

(4) 職業又は業種  

3 取 得 の 態 様 

(該当分に○) 

イ 購入 ロ 抵当権設定 ハ 賃借 

ニ その他(具体的に記入すること。) 

始期 

終期 

4 不 動 産 の 内 容  

5 不 動 産 の 所 在 地  

６
用
途 

区 分 

(該当分に○) 

イ 店舗 ロ 工場 ハ 倉庫 ニ 居住用 

ホ その他(具体的に記入すること。) 

使 用 計 画  

7 取 得 の 時 期  

8 取 得 の 対 価  

9 支 払 の 時 期  

10 取得をしようとする

理由 
 

11 そ の 他 の 事 項  

  上記申請は、 

記名押印               

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  
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 (裏面) 

 

 (記入要領) 

   1 本申請書は、取得する不動産又はこれに関する権利について、外国又は本邦の別

に記入すること。この場合において、外国にあつては様式中「本邦」の字句を、本

邦にあつては様式中「外国」の字句を消すこと。 

   2 非居住者の本申請について代理人がいる場合には、申請者の欄の下に、代理人の

氏名(又は名称)、住所(又は所在地)、職業(又は業種)及び担当者の氏名(電話番号)

についても記入すること。 

   3 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が

課された不動産又はこれに関する権利の取得の根拠規定として該当する条項に○

印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された不動産又はこれに関す

る権利の取得について許可の申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付

すこと。 

   4 「2 取得の相手方」欄中「(3) 住所又は所在地」欄には、国又は地域名も記入

すること。 

   5 「4 不動産の内容」欄には、不動産の種類、構造、面積等を具体的に記入する

こと。 

   6 「8 取得の対価」欄には実際の取引通貨をもつて記入することとし、「3 取得

の態様」欄において「ロ 抵当権設定」に該当する場合には抵当権設定により担保

される金額を、「ハ 賃借」に該当する場合には一定期間における賃借料及び当該

期間をそれぞれ例にならつてかつこ書すること。 

    (例：(担保される債権の額 100万米ドル)、(賃借料 100万円／月)) 

   7 「10 取得をしようとする理由」欄には、その理由を簡潔に記入し、詳細につい

て説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。 

   8 外国為替及び外国貿易法第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が課され

た不動産又はこれに関する権利の取得に係る許可の申請を行う場合には、「11 そ

の他の事項」欄に、当該不動産又はこれに関する権利の取得を指定した通知の番号

及び通知年月日を記入すること。 

   9 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事

項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   10 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段等

の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電

子決済手段等取引業者等確

認欄 

   

 

43



別紙様式第十

別紙様式第十 

 根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省 

本邦にある事務所と外国にある事務所との間の資金の授受許可申請書 

  財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 

 申請年月日                    

申請者： 

名 称 及 び

代 表 者 の 氏 名                 

国 籍    

居住者 

非居住者 
(該当分に○) 

住所又は所在地                 

 

職 業 又 は 業 種         

担当者

電 話      

  下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける

義務が課された

法律上の根拠 

 (該当する条項

すべてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
第21条第1項 

       同     法     第21条第2項 

       同     法     第22条第1項 

２
取
引
の
相
手
方 

(1) 氏名又は名称  

(2) 国 籍  

(3) 住所又は所在地  

(4) 職業又は業種  

3 資金の授受の金額 6 資金の授受を行おうとする理由 

4 資金の授受の時期 

7 その他の事項 

5 資金の授受の別(該当分に○) 

 イ 支払 

 ロ 支払の受領 

  上記申請は、 

記名押印            

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  

 (日本産業規格A4) 
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 (裏面) 

 

 (記入要領) 

   1 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が

課された資金の授受の根拠規定として該当する条項に○印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された資金の授受について許

可の申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

   2 「2 取引の相手方」欄中「(3) 住所又は所在地」欄には、国又は地域名も記入

すること。 

   3 「6 資金の授受を行おうとする理由」欄には、その理由を簡潔に記入し、詳細

について説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付するこ

と。 

   4 外国為替及び外国貿易法第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が課され

た取引に係る許可の申請を行う場合には、「7 その他の事項」欄に、当該取引を

指定した通知の番号及び通知年月日を記入すること。 

   5 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事

項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   6 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段等

の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電

子決済手段等取引業者等確

認欄 
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別紙様式第十一

別紙様式第十一 

 根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省 

対外直接投資に係る証券の取得に関する許可申請書 

  財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 

 申請年月日                  

申請者： 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名               

住所又は所在地               

 

職 業 又 は 業 種       

担当者

電 話     

  下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける

義務が課された

法律上の根拠 

 (該当する条項

すべてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
第21条第1項 

       同      法      第21条第2項 

       同      法      第22条第1項 

２ 

取
引
の
相
手
方 

(1) 氏名又は名称 
 

(2) 国 籍 
 

(3) 住所又は所在地 
 

３ 

投
資
先
の
概
要 

(1) 名称及び所在地 

  (該当分に○) 
イ 上記2に同じ ロ その他(具体的に記入すること。) 

(2) 国 籍 
 

(3) 設 立 年 月 日 
 

(4) 資 本 金

(取 得 後) 

 

(5) 事 業 内 容 
 

(6) 申請者との関係 

    取 得 後

該当分に○ 

イ 申 請 者 の 出 資 比 率              ％ 

ロ 共同投資者の出資比率              ％ 

ハ 役 員 を 派 遣 

ニ 長期にわたる原材料の供給又は製品の売買 

ホ 重要な製造技術の提供 

 (日本産業規格A4) 
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(裏面) 

 

４ 

取
得
の
時
期
等 

 

取
得
す
る
証
券 

取 得 の 対 価  

種 類 

(該当分に○) 

イ 株式・出資の持分 ・設立・増資・発行済 

ロ 社債(普通・転換) 

ハ その他(具体的に記入すること。) 

(2) 取 得 の 時 期  

(3) 支 払 の 時 期  

5 取得をしようとする理

由 
 

 
 
(

取
得
後) 

６ 

投
資
残
高 

 出 資 貸 付 け 社 債 等 

申 請 者 
   

共 同 投 資 者 

(うち居住者分) 
(      ) (      ) (      ) 

7 そ の 他 の 事 項  

  上記申請は、 

記名押印             

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  

 (記入要領) 

   1 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が

課された対外直接投資に係る証券の取得(以下、資本取引という。)の根拠規定とし

て該当する条項に○印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された資本取引について許可

の申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

   2 「2 取引の相手方」欄中「(3) 住所又は所在地」欄には、国又は地域名も記入

すること。 

   3 「3 投資先の概要」欄中、「(1) 名称及び所在地」欄の所在地には国又は地域

名も記入し、「(4) 資本金」欄には原通貨をもつて記入し、「(5) 事業内容」欄

には定款に従つて主要事業内容を簡潔に記入すること。 

     また、「(6) 申請者との関係」欄中「ロ 共同投資者の出資比率」欄には、申

請者の100％出資の子会社及び共同投資者(申請者と共同して当該外国法人の経営

に参加する者)の合計出資比率を記入すること。 
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   4 「4 取得の時期等」欄中「取得の対価」欄には、実際の取引通貨をもつて記入

すること。 

   5 「5 取得をしようとする理由」欄は次の例にならつて記入し、詳細について説

明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。 

    (例：投資先が○○国○地区で○○工場を増設することとなり、その建設資金の調

達を目的とする増資に応募するため。) 

   6 「6 投資残高」欄には、当該投資先に対して払い込んだ金額の残高を、実際の

取引通貨をもつて記入すること。 

   7 「7 その他の事項」欄には、資金使途が再投資資金の場合は、再投資先の①名

称、②国籍、③出資比率(投資先→再投資先)及び④事業内容を記入すること。 

     なお、投資先の業種が、外国為替に関する省令第21条に規定する業種である場合

には、投資先の事業計画として、①設備完成(予定)年月、②操業開始(予定)年月又

は生産開始(予定)年月、③生産能力、④設立後3年間の年間販売計画として、商品

名、並びに商品名ごとの販売先及び販売数量又は金額(国内・輸出の別。なお輸出

にあつては輸出先国別。)を記入すること。 

     また、外国為替及び外国貿易法第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が

課された資本取引に係る許可の申請を行う場合には、当該資本取引を指定した通知

の番号及び通知年月日を記入すること。 

   8 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事

項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   9 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段

等の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電

子決済手段等取引業者等確

認欄 
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別紙様式第十二

別紙様式第十二 

 根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省 

対外直接投資に係る金銭の貸付契約に関する許可申請書 

  財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 

 申請年月日                  

申請者： 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名               

住所又は所在地               

 

職 業 又 は 業 種       

担当者

電 話     

  下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける

義務が課された

法律上の根拠 

 (該当する条項

すべてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
第21条第1項 

       同      法      第21条第2項 

       同      法      第22条第1項 

２ 

投
資
先
の
概
要 

 

取
引
の
相
手
方 

名 称 
 

国 籍 
 

所 在 地 
 

資 本 金 
 

設 立 年 月 日 
 

事 業 内 容 
 

申請者との関係 

(該当分に○) 

イ 申 請 者 の 出 資 比 率              ％ 

ロ 共同投資者の出資比率              ％ 

ハ 役 員 を 派 遣 

ニ 長期にわたる原材料の供給又は製品の売買 

ホ 重要な製造技術の提供 

 
 

 (

貸
付
後) 

 

投
資
残
高 

 出 資 貸 付 け 社 債 等 

申 請 者 
   

共 同 投 資 者 

(うち居住者分) 
(      ) (      ) (      ) 

 (日本産業規格A4) 
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(裏面) 

３ 

取
引
の
内
容
・
実
行
時
期
等 

(1) 金 額 
 

(2) 契 約 時 期  

(3) 貸 付 時 期  

(4) 金 利  

(5) 貸 付 期 間  

(6) 元本回収方法

(該当分に○) 

イ 期日一括 ロ 分割(具体的に記入すること。) 

4 取引を行おうとする理

由 

 

5 そ の 他 の 事 項 
 

  上記申請は、 

記名押印             

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  

 (記入要領) 

   1 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が

課された対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引(以下、

資本取引という。)の根拠規定として該当する条項に○印を付すこと。 

     なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された資本取引について許可

の申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

   2 「2 投資先の概要」欄中、「(1) 取引の相手方」欄の「所在地」欄には国又は

地域名も記入し、「資本金」欄には原通貨をもつて記入し、「事業内容」欄には定

款に従つて主要事業内容を簡潔に記入し、「申請者との関係」欄の「ロ 共同投資

者の出資比率」欄には、申請者の100％出資の子会社及び共同投資者(申請者と共同

して当該外国法人の経営に参加する者)の合計出資比率を記入すること。 

     また、「(2) 投資残高」欄には、当該投資先に対して払い込んだ金額の残高を、

実際の取引通貨をもつて記入すること。 

   3 「3 取引の内容・実行時期等」欄中、「(1) 金額」欄には実際の取引通貨をも

つて記入し、「(6) 元本回収方法」欄は「ロ 分割」により回収する場合には、

その回収方法を具体的に記入すること。 

    (例：○年○月を第1回とし、以降1年ごとに○年○月まで○回○○円ずつ回収) 

   4 「4 取引を行おうとする理由」欄は次の例にならつて記入し、詳細について説

50



明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。 

    (例：投資先が○○国○地区で○○工場を増設することとなり、その建設資金を貸

し付けるため。) 

   5 「5 その他の事項」欄には、資金使途が再投資資金の場合は、再投資先の①名

称、②国籍、③出資比率(投資先→再投資先)及び④事業内容を記入すること。 

     なお、投資先の業種が、外国為替に関する省令第21条に規定する業種である場合

には、投資先の事業計画として、①設備完成(予定)年月、②操業開始(予定)年月又

は生産開始(予定)年月、③生産能力、④設立後3年間の年間販売計画として、商品

名、並びに商品名ごとの販売先及び販売数量又は金額(国内・輸出の別。なお輸出

にあつては輸出先国別。)を記入すること。 

     また、外国為替及び外国貿易法第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が

課された資本取引に係る許可の申請を行う場合には、当該資本取引を指定した通知

の番号及び通知年月日を記入すること。 

   6 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事

項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

   7 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段

等の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電

子決済手段等取引業者等確

認欄 
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別紙様式第十三

別紙様式第十三 

 根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省 
 
 

対外直接投資に係る外国における支店等の 
設置 

拡張 
 

に係る資金の支払に関する許可申請書  

  財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 

 申請年月日                  

申請者： 

氏名又は名称及

び代表者の氏名                

住所又は所在地                

 

職業又は業種       

担当者

電 話      

  下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける

義務が課された

法律上の根拠 

 (該当する条項

すべてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
                第21条第1項 

       同     法   第21条第2項 

       同     法   第22条第1項 

２ 

支
店
等
の
概
要 

(1) 支店等の名称  設置年月日  

(2) 所 在 地  

(3) 事 業 内 容  

3 金 額  

4 支 払 の 時 期  

5 取引を行おうとする

理由 

 

6 そ の 他 の 事 項  

  上記申請は、 

記名押印               

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  

 (日本産業規格A4) 
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(裏面) 

(記入要領) 

  1 本申請書は、対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張の別に記入す

ること。この場合において、設置にあつては様式中「拡張」の字句を、拡張にあつて

は様式中「設置」の字句を消すこと。 

  2 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が課

された対外直接投資に係る外国における支店、工場その他の事業所の設置又は拡張に

係る資金の支払(以下、資本取引という。)の根拠規定として該当する条項に○印を付

すこと。 

    なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された資本取引について許可

の申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

  3 「2 支店等の概要」欄中、「(1) 支店等の名称」欄には外国における支店、工場

その他の事業所について記入し、「(2) 所在地」欄には国又は地域名も記入し、

「(3) 事業内容」欄には主要事業内容を具体的に記入すること。 

  4 「3 金額」欄には、実際の取引通貨をもつて記入すること。 

  5 「5 取引を行おうとする理由」欄は次の例にならつて記入し、詳細について説明

する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。 

   (例：○○国○地区で○○を販売するため、○○市に支店を開設するもの。) 

  6 「6 その他の事項」欄には、投資先の業種が外国為替に関する省令第21条に規定

する業種である場合は、投資先の事業計画として、①設備完成(予定)年月、②操業開

始(予定)年月又は生産開始(予定)年月、③生産能力、④設置後3年間の年間販売計画

として、商品名、並びに商品名ごとの販売先及び販売数量又は金額(国内・輸出の別。

なお輸出にあつては輸出先国別。)を記入すること。 

    また、外国為替及び外国貿易法第22条第1項の規定に基づき許可を受ける義務が課

された資本取引に係る許可の申請を行う場合には、当該資本取引を指定した通知の番

号及び通知年月日を記入すること。 

  7 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項

の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

  8 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段

等の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電

子決済手段等取引業者等確

認欄 
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別紙様式第十四

別紙様式第十四 

 根拠法規：外国為替に関する省令 

主務官庁：財 務 省 

役務取引に関する許可申請書 

  財 務 大 臣 殿 

  (日本銀行経由) 

 申請年月日                  

申請者： 

氏名又は名称及

び代表者の氏名                

住所又は所在地                

 

職業又は業種       

担当者

電 話      

  下記のとおり申請します。 

1 許可を受ける

義務が課された

法律上の根拠 

 (該当する条項

すべてに○) 

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 
              第25条第5項 

    同     法    第25条第6項 

    同     法    第25条の2第4項 

２ 

取
引
の
相
手
方 

(1) 氏名又は名称  

(2) 国 籍  

(3) 住所又は所在地  

(4) 職業又は業種  

3 取 引 の 内 容  

4 取 引 の 期 間  

5 取 引 の 対 価  

6 支払(又は支払の受領)

の時期 

 

7 取引を行おうとする

理由 

 

8 そ の 他 の 事 項  

  上記申請は、 

記名押印               

 許 可 年 月 日  

許 可 番 号  

許可の有効期間  

 (日本産業規格A4) 

54



(裏面) 

(記入要領) 

  1 「1 許可を受ける義務が課された法律上の根拠」欄には、許可を受ける義務が課

された役務取引の根拠規定として該当する条項に○印を付すこと。 

    なお、二以上の規定に基づき許可を受ける義務が課された役務取引について許可の

申請を行う場合には、該当する条項すべてに○印を付すこと。 

  2 「2 取引の相手方」欄中「(3) 住所又は所在地」欄には、国又は地域名も記入す

ること。 

  3 「3 取引の内容」欄には、取引の概要を具体的に記入すること。 

  4 「5 取引の対価」欄には、実際の取引通貨をもつて記入すること。 

  5 「6 支払(又は支払の受領)の時期」欄は、支払にあつては欄中「(又は支払の受

領)」の字句を、支払の受領にあつては欄中「支払」の字句を消すこと。 

  6 「7 取引を行おうとする理由」欄には、その理由を簡潔に記入し、詳細について

説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。 

  7 外国為替及び外国貿易法第25条の2第4項の規定に基づき許可を受ける義務が課され

た役務取引に係る許可の申請を行う場合には、「8 その他の事項」欄に、当該役務

取引を指定した通知の番号及び通知年月日を記入すること。 

  8 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項

の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。 

  9 本申請書は、日本語により作成すること。 

 

  銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄 

為替取引又は電子決済手段

等の移転等を行つた年月日 
金 額 

銀行等、資金移動業者又は電

子決済手段等取引業者等確

認欄 
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別紙様式第十五

別紙様式第十五（平10蔵令28・全改、平12蔵令69・平15財令81・令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省許可内容の変更申請書財務大臣（日本銀行経由）殿税関長申請年月日申請者：氏名又は名称及び代表者の氏名居住者該当分に〇国籍非居住者住所又は所在地担当者職業又は業種電話下記のとおり申請します。1原許可許可年月日許可番号許可の有効期間の内容許可を受けた取引、行為又は支払等の内容2変更の内容変更前変更後3変更を必要とする理由4その他の事項上記申請は、記名押印許可年月日許可番号許可の有効期間（日本産業規格A4）（裏面）（記入要領）1非居住者の本申請について代理人がいる場合には、申請者の欄の下に、代理人の氏名（又は名称）、住所（又は所在地）、職業（又は業種）及び担当者の氏名（電話番号）についても記入すること。2「1原許可の内容」欄中「許可を受けた取引、行為又は支払等の内容」欄には、具体的な内容を簡潔に記入すること。3「2変更の内容」欄は、「変更前」欄には変更項目ごとに元となる許可証（変更許可証も含む）に記入した事項を記入し、「変更後」欄には「変更前」欄に記入した内容に対応する変更事項を記入すること。なお、変更事項が欄内に記入できない場合には、「変更前」欄に「別紙1のとおり」、「変更後」欄に「別紙2のとおり」と記入し、それぞれの内容を別紙1及び別紙2に記入し添付すること。4「3変更を必要とする理由」欄には、その理由を簡潔に記入し、詳細について説明する必要がある場合には、別紙として理由書又は説明書を添付すること。5本申請書の提出に当たつては、原許可証（本申請に際し既に交付を受けている変更許可証がある場合にはこれを含む。）を添付すること。6上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。7本申請書は、日本語により作成すること。
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別紙様式第十六

別紙様式第十六（平10蔵令28・全改、平12蔵令69・令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省特別国際金融取引勘定開設承認申請書財務大臣殿申請年月日（申請者）金融機関名代表者氏名所在地担当者電話下記のとおり申請します。記1特別国際金融取引勘定に係る取引又は行為を行おうとする営業所の名称、所在地及び取引又は行為の開始の時期営業所名所在地及び電話番号開始時期2過去一年間の対非居住者取引実績及び将来一年間の取引予想金額3承認を受けようとする理由4その他参考となる事項（日本産業規格A4）（裏面）（記入要領）1「2過去一年間の対非居住者取引実績及び将来一年間の取引予想金額」欄には、貸付金、預け金、借入金又は預り金等の区分に従つて具体的に記入すること。2「3承認を受けようとする理由」欄には、特別国際金融取引勘定の開設を行う主な理由を具体的に記入すること。3「4その他参考となる事項」欄には、特別国際金融取引勘定に使用する勘定科目、特別国際金融取引勘定に使用する仮換算相場の種類又は移管予定額等について具体的に記入すること。4上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。
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別紙様式第十七

別紙様式第十七（平10蔵令28・全改、平12蔵令69・令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省対外直接投資に係る証券の取得に関する届出書財務大臣殿（日本銀行経由）届出年月日：届出者：氏名又は名称及び代表者の氏名住所又は所在地担当者職業又は業種電話下記のとおり届出します。1氏名又は名称住所又は所在地取引の相手方2名称及び所在地イ上記1に同じロその他（具体的に記入す（該当分に〇）ること。）設立年月日資本金投資先の要（取得後）事業内容届出者との関係イ届出者の出資比率％取得後ロ共同投資者の出資比率％該当分に〇ハ役員を派遣ニ長期にわたる原材料の供給又は製品の売買ホ重要な製造技術の提供3取得の対価種類イ株式・出資の持分・設立・増資・発行済取得する証券（該当分に〇）ロ社債（普通・転換）取得の時期等ハその他（具体的に記入すること。）取得の時期支払の時期4取得をしようとする理由（日本産業規格A4）（裏面）出資貸付け社債等届出者投資残高（取得後）共同投資者5投資先への出資状況等（うち居住者分）（）（）（）直近の届出受理年月日及び受理番号（届出者分）6その他の事項届出受理年月日届出受理番号財務大臣の記入欄事項年月日及び記名押印本届出に係る取引は、年月日から行うことができる。（記入要領）1「1取引の相手方」欄中「住所又は所在地」欄には、国又は地域名も記入すること。2「2投資先の要」欄中、「名称及び所在地」欄の所在地には国又は地域名も記入し、「資本金」欄には原通貨をもつて記入し、「事業内容」欄には定款に従つて主要事業内容を簡潔に記入すること。また、「届出者との関係」欄中「ロ共同投資者の出資比率」欄には、届出者の100％出資の子会社及び共同投資者（届出者と共同して当該外国法人の経営に参加する者）の合計出資比率を記入すること。3「3取得の時期等」欄中「取得の対価」欄には、実際の取引通貨をもつて記入すること。4「4取得をしようとする理由」欄は、次の例にならつて記入すること。（例：投資先が〇〇国〇地区で〇〇工場を増設することとなり、その建設資金の調達を目的とする増資に応募するため。）5「5投資先への出資状況等」欄中「投資残高」欄には、当該投資先に対して払い込んだ金額の残高を、実際の取引通貨をもつて記入すること。6「6その他の事項」欄には、資金使途が再投資資金の場合は、再投資先の①名称、②国籍、③出資比率（投資先→再投資先）及び④事業内容を記入すること。更に、投資先の事業計画として、①設備完成（予定）年月、②操業開始（予定）年月又は生産開始（予定）年月、③生産能力として、漁業の場合は漁船数及びトン数、漁法、平均月当たり水揚量、製造業の場合は個別商品ごとに平均月当たり製造数量、④設立後3年間の年間販売計画として、商品名（魚種を含む）、並びに商品名ごとの販売先及び販売数量又は金額（国内・輸出の別。なお輸出にあつては輸出先国別。）を記入すること。7上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。
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別紙様式第十八

別紙様式第十八（平10蔵令28・全改、平12蔵令69・令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省対外直接投資に係る金銭の貸付契約に関する届出書財務大臣殿（日本銀行経由）届出年月日：届出者：氏名又は名称及び代表者の氏名住所又は所在地担当者職業又は業種電話下記のとおり届出します。名称所在地1投資先の要取引の相手方資本金設立年月日事業内容届出者との関係イ届出者の出資比率％（該当分に〇）ロ共同投資者の出資比率％ハ役員を派遣ニ長期にわたる原材料の供給又は製品の売買ホ重要な製造技術の提供出資貸付け社債等届出者投資残高（貸付後）共同投資者（うち居住者分）（）（）（）直近の届出受理年月日及び受理番号（届出者分）金額契約時期貸付時期2取引の内容・実行時期等金利貸付期間元本回収方法イ期日一括ロ分割（具体的に記入するこ（該当分に〇）と。）（日本産業規格A4）（裏面）3取引を行おうとする理由4その他の事項届出受理年月日届出受理番号財務大臣の記入欄事項年月日及び記名押印本届出に係る取引は、年月日から行うことができる。（記入要領）1「1投資先の要」欄中、「取引の相手方」欄の「所在地」欄には国又は地域名も記入し、「資本金」欄には原通貨をもつて記入し、「事業内容」欄には定款に従つて主要事業内容を簡潔に記入し、「届出者との関係」欄の「ロ共同投資者の出資比率」欄には、届出者の100％出資の子会社及び共同投資者（届出者と共同して当該外国法人の経営に参加する者）の合計出資比率を記入すること。また、「投資残高」欄には、当該投資先に対して払い込んだ金額の残高を、実際の取引通貨をもつて記入すること。2「2取引の内容・実行時期等」欄中、「金額」欄には実際の取引通貨をもつて記入し、「元本回収方法」欄は「ロ分割」により回収する場合には、その回収方法を具体的に記入すること。（例：〇年〇月を第1回とし、以降1年ごとに〇年〇月まで〇回〇〇円ずつ回収。）3「3取引を行おうとする理由」欄は、次の例にならつて記入すること。（例：投資先が〇〇国〇地区で〇〇工場を増設することとなり、その建設資金を貸し付けるため。）4「4その他の事項」欄には、資金使途が再投資資金の場合は、再投資先の①名称、②国籍、③出資比率（投資先→再投資先）及び④事業内容を記入すること。なお、投資先の事業計画として、①設備完成（予定）年月、②操業開始（予定）年月又は生産開始（予定）年月、③生産能力として、漁業の場合は漁船数及びトン数、漁法、平均月当たり水揚量、製造業の場合は個別商品ごとに平均月当たり製造数量、④設立後3年間の年間販売計画として、商品名（魚種を含む）、並びに商品名ごとの販売先及び販売数量又は金額（国内・輸出の別。なお輸出にあつては輸出先国別。）を記入すること。5上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。
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別紙様式第十九

別紙様式第十九（平10蔵令28・全改、平12蔵令69・令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省対外直接投資に係る外国における支店等の設置拡張に係る資金の支払に関する届出書財務大臣殿（日本銀行経由）届出年月日：届出者：氏名又は名称及び代表者の氏名住所又は所在地担当者職業又は業種電話下記のとおり届出します。支店等の名称設置年月日所在地1支店等の要事業内容2金額3支払の時期4取引を行おうとする理由5直近の届出年月日及び受理番号6その他の事項届出受理年月日届出受理番号（日本産業規格A4）（裏面）財務大臣の記入欄事項年月日及び記名押印本届出に係る取引は、年月日から行うことができる。（記入要領）1本届出書は、対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張の別に記入すること。この場合において、設置にあつては様式中「拡張」の字句を、拡張にあつては様式中「設置」の字句を消すこと。2「1支店等の要」欄中、「支店等の名称」欄には外国における支店、工場その他の事業所について記入し、「所在地」欄には国又は地域名も記入し、「事業内容」欄には主要事業内容を具体的に記入すること。3「2金額」欄には、実際の取引通貨をもつて記入すること。4「4取引を行おうとする理由」欄は、次の例にならつて記入すること。（例：〇〇国〇地区で〇〇を販売するため、〇〇市に支店を開設するもの。）5「6その他の事項」欄には、投資先の事業計画として、①設備完成（予定）年月、②操業開始（予定）年月又は生産開始（予定）年月、③生産能力として、漁業の場合は漁船数及びトン数、漁法、平均月当たり水揚量、製造業の場合は個別商品ごとに平均月当たり製造数量、④設置後3年間の年間販売計画として、商品名（魚種を含む）、並びに商品名ごとの販売先及び販売数量又は金額（国内・輸出の別。なお輸出にあつては輸出先国別。）を記入すること。6上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。
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別紙様式第二十

別紙様式第二十（平10蔵令28・全改、平12蔵令69・令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省対外直接投資に係る変更届出書財務大臣殿（日本銀行経由）届出年月日：届出者：氏名又は名称及び代表者の氏名住所又は所在地担当者職業又は業種電話下記のとおり届出します。1原届出届出受理届出受理の内容年月日番号イ証券の取得ロ金銭の貸付け（該当分に〇）ハ支店等の設置又は拡張2変更の内容変更前変更後3変更を必要とする理由4変更の時期5その他の事項届出受理年月日届出受理番号（日本産業規格A4）（裏面）財務大臣の記入欄事項年月日及び記名押印本届出に係る取引は、年月日から行うことができる。（記入要領）1「2変更の内容」欄は、次の例にならつて記入すること。（例：変更前貸付期間4年／変更後貸付期間3年）なお、変更事項が欄内に記入できない場合には、「変更前」欄に「別紙1のとおり」、「変更後」欄に「別紙2のとおり」と記入し、それぞれの内容を別紙1及び別紙2に記入し添付すること。2「3変更を必要とする理由」欄には、変更に至つた事情を含め具体的に記入すること。3本届出書の提出に当たつては、原届出受理証（本届出に際し既に交付を受けている変更届出受理証がある場合にはこれを含む。）を添付すること。4届出後取引実行前までの間における変更以外は、本届出書の対象とならない。5上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。
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別紙様式第二十一

別紙様式第二十一（平10蔵令28・全改、平12蔵令69・令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替に関する省令主務官庁：財務省勧告の応諾に関する通知書財務大臣殿通知年月日氏名又は名称及び代表者の氏名住所又は所在地担当者職業又は業種電話外国為替及び外国貿易法第23条第6項の規定により、年月日付第号をもつて送達された対外直接投資の内容変更中止の勧告について、下記のとおり通知します。記1諾否の別（該当分に〇）応諾する。応諾しない。2対外直接投資の内容3届出受理年月日4届出受理番号（記入要領）1本通知書は、内容変更又は中止の別に記入すること。この場合において、内容変更にあつては様式中「中止」の字句を、中止にあつては様式中「内容変更」の字句を消すこと。（日本産業規格A4）  
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